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本資料は、パブリシティ権や肖像権等に関する各論点の議論に資するよう、これまで

の最高裁判例や下級審裁判例、学説等を事務局においてまとめたものであるが、もとよ

り、事務局担当者において知り得る範囲内においてまとめたものにすぎず、その全てを

網羅するものではないことに留意する必要がある。 

 

第１ 肖像、声等に関するパブリシティ権等の不法行為法上の保護について 

顧客吸引力を有する肖像等の無断利用については、パブリシティ権侵害が問題とな

るところ、我が国におけるパブリシティ権の権利性について初めて正面から判断を示

した1 ピンク・レディー事件最高裁判決がそのリーディングケースであり、その判断

内容等について、同事件の調査官解説における解説、その後の裁判例、文献等ととも

に紹介・概観する。 

 

１ パブリシティ権の保護の対象等について 

⑴ 最判平成２４年２月２日民集６６巻２号８９頁〔ピンク・レディー事件〕 

パブリシティ権は、かつては、人格権説と財産権説とに分かれていたとされて

いるが、最判平成２４年２月２日民集６６巻２号８９頁〔ピンク・レディー事件〕

は、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このよ

うな顧客吸引力を排他的に利用する権利は、肖像等それ自体の商業的価値に基づ

くものであるとして、人格権に由来する権利の一内容を構成するものと判示した。 

 

「人の氏名、肖像等（以下、併せて「肖像等」という。）は、個人の人格の象徴で

あるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用され

ない権利を有すると解される……。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する

顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利

（以下「パブリシティ権」という。）は、肖像等それ自体の商業的価値に基づく

ものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものというこ

とができる。他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなど

して、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであっ

て、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。

そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞

の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品

等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧

客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものと

して、不法行為法上違法となると解するのが相当である。」 

 

 
1 中島基至「判解」最判解民事篇平成２４年度７８頁 
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⑵ パブリシティ権の権利の性質 

ピンク・レディー事件調査官解説2は、氏名権、肖像権は、氏名、肖像の有する

精神的価値に着目してこれを権利として構成するものであるのに対し、肖像等の

有する商業的価値に着目してこれを保護する権利を構成し、肖像権とは区別して

パブリシティ権と名付けたものであり、パブリシティ権は、氏名権や肖像権と共

に人格権に由来するものであり、その権利主体は、本人に限られ、本人の死亡と

同時に消滅すると解されるとされている。 

 

「氏名権、肖像権は、氏名、肖像の有する精神的価値に着目してこれを権利とし

て構成するものであるが、本判決は、肖像等の有する商業的価値に着目してこれ

を保護する権利を構成し、肖像権とは区別してこれをパブリシティ権と名付ける

に至っている。したがって、本判決が説示するところによれば、パブリシティ権

は、氏名権、肖像権と共に人格権に由来するものであり、その権利主体は本人に

限られ、本人の死亡と同時に消滅すると解されるが、肖像等の有する商業的価値

を抽出、純化し、同価値から生ずる財産的利益を保護するものであるから、この

ような性質自体は、経済財を保護する財産権であるといえる。その意味で、パブ

リシティ権は、母権たる人格権と「へその緒」でつながってはいるものの、本判

決によって、財産的利益を保護する知的財産権として位置付けられることが、判

例法理上明らかにされたといえよう。」 

「以上のとおり、本判決は、氏名権、肖像権、パブリシティ権とも、人格権に由

来する権利であると位置付けるものであるが、人格権に由来する権利のうち、パ

ブリシティ権は肖像等の商業的価値から生ずる財産的利益を保護するのに対し、

氏名権及び肖像権は肖像等の精神的価値から生ずる人格的利益を保護するもの

であるから、上記の各権利は、渾然一体として人格権に由来する権利を構成する

ものではなく、パブリシティ権と、氏名権及び肖像権は、当該権利の中において

保護法益を異にして独立して人格権に由来する権利の一内容をそれぞれ構成す

るものである。要するに、肖像等には、精神的価値を構成する「人格財」として

の側面と、商業的価値を構成する「経済財」としての側面があり、本判決は「人

格財」と「経済財」を分離不可能なものとして一元的に捉えるのではなく、「人

格財」と「経済財」を性質の相容れない相互に独立したものとして二元的に捉え

た上、「経済財」を保護する権利としてパブリシティ権を構成するものである」 

 

⑶ パブリシティ権の保護の対象 

ア 「肖像等」について 

 
2 中島・前掲注 1）２７～２９頁。なお、次項（第１の１⑶）及び次々項（同⑷）においては、ピンク・レ

ディー事件最高裁判決の調査官解説を単に「調査官解説」という。 
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調査官解説は、パブリシティ権侵害の３類型の「肖像等」には、本人の人物

識別情報として、 「サイン、署名、声、ペンネーム、芸名等」が含まれるとして

いる。 

他方で、人物識別情報であれば当然にパブリシティ権の保護対象となるので

はなく、パブリシティ権が人格権に由来する権利とされるのは、人物識別情報

である肖像等が「個人の人格の象徴」だからであり、「肖像等」に含まれるの

は、「個人の人格の象徴」といえるものである必要があるとする見解があり、

例えば、マイナンバーは人物識別情報であるが、個人の人格の象徴ではなく、

パブリシティ権の保護対象とはならないとする3。 

物のパブリシティ権については、以下の最高裁判決において否定されている。 

 

・最判平成１６年２月１３日民集５８巻２号３１１頁〔ギャロップレーサー事

件〕 

「競走馬等の物の所有権は、その物の有体物としての面に対する排他的支配

権能であるにとどまり、その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に

支配する権能に及ぶものではないから、第三者が、競走馬の有体物としての

面に対する所有者の排他的支配権能を侵すことなく、競走馬の名称等が有す

る顧客吸引力などの競走馬の無体物としての面における経済的価値を利用

したとしても、その利用行為は、競走馬の所有権を侵害するものではないと

解すべきである……。現行法上、物の名称の使用など、物の無体物としての

面の利用に関しては、商標法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産権関

係の各法律が、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に排他的な使用権を

付与し、その権利の保護を図っているが、その反面として、その使用権の付

与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないよう

にするため、各法律は、それぞれの知的財産権の発生原因、内容、範囲、消

滅原因等を定め、その排他的な使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしている。 

 上記各法律の趣旨、目的にかんがみると、競走馬の名称等が顧客吸引力を

有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称

等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権

等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関

する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等

により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定すること

はできないものというべきである。したがって、本件において、差止め又は

不法行為の成立を肯定することはできない。」 

 

 
3 奥邨弘司『サイバネティック・アバター（ＣＡ）と法』（弘文堂、２０２５年）１１４～１１８頁 
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イ 「肖像等」に声が含まれるか否かについて 

(ｱ) 調査官解説 

前記のとおり、調査官解説によれば、 「肖像等」には「サイン、署名、声、

ペンネーム、芸名等」が含まれるとされ、「声」がパブリシティ権の保護の

対象となることを明示している4。 

 

「本判決の３類型にいう「肖像等」とは、本人の人物識別情報をいうもので

あり、例えば、サイン、署名、声、ペンネーム、芸名等を示すものである。

本人に似ている動物等の図柄を本人を示すものとして付したキャラクター

商品も存在するが、上記図柄が「需要者」にとって本人を識別するものとし

て著名であるような場合には、本人の人物識別情報といえるから、「肖像等」

に含まれると解されよう。グループ名も、「人物」の集合体の識別情報とし

て特定の各人物を容易に想起し得るような場合には、これに含まれるといえ

る。」 

 

(ｲ) 学説 

学説上も、声が個人と結びつくものであるとして、パブリシティ権の保護

の対象となるとする見解がある。 

 

・安藤和宏「音声の法的保護に関する一考察5」 

「歌声や会話だけで人物を特定できるほどの特徴を持つ有名人の声であ

れば、パブリシティ権によって法的保護を受けることができるかもしれな

い。」 

 

・今村哲也「ＡＩが再現する「声」と知的財産法の課題6」 

「声は個人の年齢・性別・健康状態など様々な情報を含み、指紋や容貌と

同様に個人識別子として機能し得る人格的な性質をもつ。特に声優や俳優

など声を職業的に使用する者にとって、声は顧客吸引力を有する人格的、

財産的価値の源泉となり得る。」 

「基本的には、人物識別情報としての識別力が相対的に弱く、特定のキャ

ラクターやセリフなど他の要素と共に用いられることで顧客吸引力を持

 
4 中島・前掲注 1）４１頁。なお、ＡＩ時代の知的財産権検討会 「ＡＩ時代の知的財産権検討会中間とりま

とめ」［https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf］５５頁以下

参照。 
5 安藤和宏「音声の法的保護に関する一考察」髙部眞規子ら共同編集『三村量一先生古稀記念論集 切り拓

く知財法の未来』（日本評論社、２０２４年）７０８頁 
6 今村哲也「ＡＩが再現する「声」と知的財産法の課題」知財管理７５巻９号（２０２５年）１１５０～１

１５１、１１５４～１１５５頁 
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つことが多いと考えられる。ただし、特定の声が長期にわたり全国的に認

知されている場合、または特定の商品・サービスの需要者層において高度

な認知度を有する場合には、声単独でも顧客吸引力を獲得し、特定人物を

想起させる機能を果たし得る可能性はあるだろう。」 

 

・奥邨弘司「生成ＡＩ時代のパブリシティ権―序論（上）7」 

「ある人物識別情報が、個人の人格の象徴と言えるためには、少なくとも、

それが、個人として尊重される基礎に当たると言えなければならない。そ

して、そのためには、人物識別情報と個人とが、深く結びついている必要

があることは言うまでもない。 

 氏名や肖像にそのような結びつきがあることは異論のないところだろ

うが、声についても、同様に考えられるのではないだろうか。例えば、病

気で声を失った人々が、別の声でなら発声できるとしても、なお、元の声

で発生することを希望し、それを可能にする技術が救いとなっている例が

報道されているが、その思いは、多くの人が共有できるものであろう。こ

れは、声が、当該個人と深く結びついている１例でしかないが、他にも深

く結びついていることを示す事例を挙げることは可能だろう。」 

 

・中島基至「人声権（Right of Human Voice）の生成と展開8」 

「人の声は、人物本人を識別する情報であり、個人の人格の象徴であるか

ら、判例法理が形成してきた人格権法によれば、人の声の商業的価値は、

パブリシティ権によって保護され……ることになる。」 

 

(ｳ) 外国法 

外国法では、米国カリフォルニア州やニューヨーク州、テネシー州におい

て、声も保護対象に含まれているとされる9。 

 

ウ 顧客吸引力 

○ 裁判例 

ピンク・レディー事件最高裁判決以降の裁判例において10、著名性による

 
7 奥邨弘司「生成ＡＩ時代のパブリシティ権－序論（上）」コピライト７６４号（２０２４年）３４～３５

頁 
8 中島基至「人声権（Ｒｉｇｈｔ ｏｆ Ｈｕｍａｎ Ｖｏｉｃｅ）の生成と展開」Ｌａｗ ａｎｄ Ｔｅ

ｃｈｎｏｌｏｇｙ１０６号（２０２５年）１頁 
9 ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）［以下「Ｂ＆Ｍ」と表記する。］「不正競争防止法

におけるパブリシティ価値の保護に関する調査研究報告書（令和６年度産業経済研究委託事業）」（２０２

５年）［https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2024FY/000278.pdf］【参考資料】４９頁参照。 
10 ピンク・レディー事件最高裁判決以前の裁判例の動向については、橋谷俊「判批（ピンク・レディー事
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顧客吸引力の有無が争われた事案としては、以下のようなものがある。 

 

ａ 肯定例 

・ 毎年ニューヨーク・コレクションに出展している世界的に有名なファ

ッションデザイナー （東名阪における同人の氏名の認知度が０～１％と

いうアンケート結果であったとしても否定されない。）（東京地判平成３

１年２月８日（平成２８年（ワ）第２６６１２号等）〔ジル・スチュア

ート事件〕） 

・ 海外のフィットネスプログラムのマスタートレーナーとして認定さ

れた者であって、日本にも同プログラムの愛好家がおり、そうした者か

ら相応の商品購入希望を得ているもの（大阪高判平成２９年１１月１６

日判時２４０９号９９頁〔Ｒｉｔｍｉｘ事件〕） 

 

ｂ 否定例 

・ Ｘ及びＸが院長を務める医院が遠隔医療に積極的に取り組んでいる

ことや診療上の工夫等について紹介する新聞記事における、Ｘの氏名、

同医院の名称又はＸの肖像 （東京地判平成３１年１月２５日 （平成２９

年（ワ）第４０１２１号）〔遠隔医療事件〕）※肖像権侵害も否定 

・ 同人誌及びマスク（お面）に掲載された、ゲームユーザー間で著名な

ゲームプロデューサー・ゲーム開発会社代表であるＸの肖像等（「Ｘが

本件ゲームの愛好者等の間で著名であるとしても、そのことから直ちに

Ｘの肖像等に顧客吸引力があることにはならない」と判示。）（東京地判

令和５年１月２６日（令和３年（ワ）第１１１１８号）〔艦隊これくし

ょん事件〕）※肖像権侵害は肯定 

 

⑷ ピンク・レディー事件最高裁判決の３類型について 

ピンク・レディー事件最高裁判決は、パブリシティ権侵害が成立する要件につ

き３類型を提示した。以下では、第２回以降の具体的事案におけるパブリシティ

権侵害の成否を検討する前提として、３類型のそれぞれについて、その意義や関

連する裁判例、文献等を紹介する。 

 
件最高裁判決）」知的財産法政策学研究４１号（２０１３年）２３１頁以下、菊地浩明 「パブリシティ権に

ついての裁判例の分析（下）」判タ１３４７号（２０１１年）３１頁参照。後者によれば、芸能人、プロス

ポーツ選手、ファッションデザイナーにつき顧客吸引力が広く認められており、唯一これを否定した裁判

例としては、著名な詩人に関し、「詩人は、一般に詩作や国の文学作品を翻訳するといった創作的活動に従

事し、その結果生み出された芸術作品について、社会的評価や名声を得、また印税等として収入を得る反

面、氏名や肖像の持つ顧客吸引力そのものをコントロールすることによって経済的利益を得ることを目的

に活動するものではなく、また、その氏名や肖像が直ちに顧客吸引力を有するわけではない」として顧客

吸引力を否定した事案（横浜地判平成４年６月４日判時１４３４号１１６頁）がある。 
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ア 調査官解説11 

「本判決は、実務上の通説とされていた「専ら」基準説を採用した上、侵害が

成立する３類型を示すものである。 

３類型の内容としては、第１類型と第２類型が肖像等の有するキャラクター

価値を「商品化」する行為（merchandising activities）、第３類型が肖像等

を「広告化」する行為（advertising activities）を示すものであり、本判決

の基準は、実質的には、最も限定的な判断基準の一つである「商品化又は広告」

基準説を採用した上、これと違法性において等価な場合を含むという基準であ

ると評価することができる。」 

 

イ 第１類型 ： 「肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用」 

(ｱ) 趣旨 

○ 調査官解説12 

「肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場

合を違法類型とするものである。第１類型の典型例としては、ブロマイド、

ポスター、ステッカー、シール、写真集、画像の配信サービス等が挙げら

れる。氏名もそれ自体美しく型どり、又はサイン等のように鑑賞の対象と

なるような場合には、第１類型に含まれることになろう。」 

 

(ｲ) 「それ自体」 

ピンク・レディー事件最高裁判決の調査官解説においては、以下のとおり、

パロディーや実在の有名人等をモデルとして同人とは異なるキャラクター

を描いた漫画等について、「それ自体」の要件該当性を否定している13。 

 

「物まね（そっくりさん）に係る肖像等は、「本人」を連想させるが、人物

識別情報としては「物まねをする人物」を示すものであるから、本判決にい

う「肖像等」には該当しない。ただし、人物識別情報として本人を示すもの

として誤解されるような「肖像等」は、パブリシティ権侵害を構成する余地

もあると思われる。 

これに対し、肖像等を滑稽化・諷刺化するパロディーは、物まねとは異な

り、本人の人物識別情報そのものであるから、「肖像等」に含まれるといえ

る。しかし、パロディーは、肖像等「それ自体」を鑑賞の対象とするという

 
11 中島・前掲注 1）３７頁 
12 中島・前掲注 1）４３頁 
13 中島・前掲注 1）４２頁 
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よりも、むしろ、当該肖像等の滑稽化・諷刺化によって新たに創作された思

想、笑い等を鑑賞の中心とするものであるから、パロディーは、第１類型に

いう「それ自体」の要件に該当しないとして、パブリシティ権侵害を構成し

ないと解されよう。 

また、実在の有名人等をモデルとして同人とは異なるキャラクターを描い

た漫画等についても、同キャラクターは、本人をモデルとしつつも架空の人

物を示すものである上、その鑑賞の対象は、新たに創作された「笑い」等に

あるといえるから、パロディーの取扱いと同様に考えるべきであろう。 

本判決は、パロディー等の取扱いにつき直接判示するものではないが、肖

像等は「創作物等」に使用されることもあり、その使用を正当な表現行為等

として受忍すべき場合もあると説示して、創作行為へのインセンティブを保

障する重要性を指摘していることからすれば、第１類型にいう「それ自体」

は、創作行為等への萎縮効果を防ぐという上記の趣旨を十分に踏まえて解釈

されるべきであろう。」 

 

(ｳ) 「独立して鑑賞」（独立要件） 

ａ 調査官解説14 

「第１類型の典型例であるブロマイドのような肖像は、単体の商品であり、

それ自体が独立していることは明らかであるが、「グラビア写真」のよう

に出版物の一部を構成するにすぎない場合にも、第１類型に該当するか否

かが問題となる。 

そこで検討するに、「グラビア写真」とは、グラビア頁に掲載される写

真をいうものとして、社会的に認知されているものであるが、その大きさ、

態様等は多岐にわたるものであり、「グラビア写真」という概念の外延自

体が一義的には明確なものではないことに留意すべきである。 

そして、本判決の法廷意見は、「グラビア写真」について直接言及する

ものではないが、金築誠志裁判官の補足意見で解説されているように、本

判決は「グラビア写真」が第１類型に当たり得ることを前提としているも

のと解される。下級審の裁判例においても、モデル料等が通常支払われる

ようなグラビア写真として肖像写真を使用する場合には、パブリシティ権

侵害を構成すると説示するものもあり……、原判決、本判決も、取引の実

情等を踏まえて、基本的には同様の考え方を採用したものと思われる。」 

 

ｂ 裁判例 

⒜ 判断基準を示したと考えられる裁判例 

 
14 中島・前掲注 1）４３～４７頁 
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・東京地判平成２５年４月２６日判タ１４１６号２７６頁 〔深田恭子ら

（ＥＮＪＯＹ ＭＡＸ）事件〕 

「本件記事は、概ね本件写真をグラビア写真のように使用しつつも、

コメントを付したものであるから……、肖像等それ自体を独立して鑑

賞の対象となる商品等として使用したか否か……について、写真の大

きさ、取り扱われ方等とコメントの内容等を比較検討し、写真とコメ

ントとの間に関連性がない場合又はコメントとの間に関連性があっ

たとしても実質的にはコメントに独立した意義が認められない場合

に限り、パブリシティ権を侵害すると解するのが相当である。」 

 

⒝ 独立要件の該当性を肯定した事例 

・ ①Ｘの写真に対し、当該写真と無関係ではないものの写真の大きさ

と比較して小さい欄においてコメントが付され、しかも各コメントが

分散して記載されており、写真の内容を即物的に説明したにすぎない

もの、及び②縦約４ｃｍ、横約４．８ｃｍと掲載頁の大きさに比較し

て小さいものである上、白黒であるが、Ｘの学生時代の写真と併せ又

は対比することによって、独立した鑑賞の対象としたものである上、

当該写真に係るコメントは当該写真と無関係ではないものの、写真の

内容に即して筆者の願望、推測等を述べるにすぎず、当該コメントに

独立した意義が認められないもの（上記⒜の事案） 

・ 全１１２頁の書籍の全編にＸの写真計１８０枚が掲載され、その大

部分が写真だけか、写真の脇に短い記述を添えただけであり、コラム

には比較的まとまった文章があるものの、その具体的な内容と掲載さ

れた写真との間に格別の関連がなく、当該写真が当該コラムの内容を

補足するものではないもの （知財高判平成２５年１０月１６日 （平成

２５年（ネ）第１００５２号）〔嵐事件〕） 

 

⒞ 独立要件の該当性を否定した事例 

・ Ｘの属するグループそのものの紹介はなく、同グループの曲の振り

付けを利用したダイエット法の効果やその解説、子供の頃に同グルー

プの曲の振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介する中で、

約２００頁の雑誌全体のうち３頁において、縦２．８ｃｍ、横３．６

ｃｍないし縦８ｃｍ、横１０ｃｍ程度の白黒写真を掲載したもの （ピ

ンク・レディー事件） 

・ Ｘらの肖像写真に乳房のイラストを合成することによって、これら

に付されたコメント等と相俟って、Ｘらの乳房ないし裸体を読者に想
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像させることを目的とするもので、当該イラスト部分自体に肖像写真

を離れた独立の意義があるとは必ずしもいい難いが、上記目的を踏ま

えると、コメント等とともに本件記事の不可欠の要素となっており、

単なる添え物とは評価できないもの（知財高判平成２７年８月５日

（平成２７年（ネ）第１００２１号）〔綾瀬はるから（週刊実話）事

件〕）※肖像権侵害は肯定 

 

ウ 第２類型：「商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し」 

(ｱ) 趣旨 

○ 調査官解説15 

「商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合を違法類型

とするものである。第２類型は、肖像等の有するいわゆるキャラクター価

値を「商品化」する類型であり、金築誠志裁判官の補足意見のとおり、要

するに、肖像等を利用した「キャラクター商品」を違法とする類型である。 

第２類型の具体例としては、Ｔシャツ、マグカップ、ポーチ、ストラッ

プ、タオル、下敷き、カレンダー、キーホルダー、マグネット、スポーツ

用具、切手、食品、インターネットのプロバイダサービスに至るまで、多

種多様なものがある。出版物でいえば、写真自体は小さく、写真家が撮影

したようなものではないため、写真集とまではいえないとしても、キャラ

クター自体の紹介等を中心とするいわゆるキャラクターブックも、第２類

型に含まれると解されよう。」 

 

(ｲ) 「差別化を図る目的」 

ａ 調査官解説16 

「第２類型にいう「差別化」とは、商品に肖像等を付してこれをキャラク

ター商品にするような場合を意味するものであり、本判決にいう「差別化」

の外延は、「キャラクター商品」の外延と実質的に重なることになると思

われる。」 

 

ｂ 裁判例 

⒜ 差別化目的の該当性を肯定した事例 

・ウェブサイトにおいてＸの肖像等が転写されたグッズを販売する行

為（知財高判令和５年９月１３日（令和５年（ネ）第１００２５号）

〔ＦＥＳＴ ＶＡＩＮＱＵＥＵＲメンバー事件〕） 

 
15 中島・前掲注 1）４７頁 
16 中島・前掲注 1）４８頁 
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・Ｙらが、その提供する全てのサービスに共通して、「日本一稼いだ伝

説のキャバクラ嬢」として広く認知されているＸの芸名や肖像を使用

したブランド価値を全面に押し出している場合における、当該使用に

係る商号、標章、ウェブページ、ドメイン名 （東京地判令和５年１１

月３０日判時２６１５号１３８頁〔ＥＮＲＩＫＥ事件〕） 

 

⒝ 差別化目的の該当性を否定した事例 

・タオルに付された、タオルの大きさと比較して極めて小さな形状のネ

ームタグに記載されたＸの氏名 （Ｘは、タオルの絵柄と別にパブリシ

ティ権侵害を主張。裁判所はＹ商品の顧客吸引力は専ら絵柄に由来す

るものであること、ネームタグは万国著作権条約に基づくⓒ表示の責

任を果たすために付されたものであることを認定。） （東京地判令和６

年３月２８日判タ１５２８号２１６頁 〔ＡＴＳＵＫＯ ＭＡＴＡＮＯ

（タオル美術館）事件〕） 

 

(ｳ) 「商品等に付し」 

ａ 調査官解説17 

「本判決の３類型にいう「商品等」とは、商品又はサービスとして「商品

化」されたものをいい、肖像等の使用が私的なものにとどまれば違法性を

欠くというべきであるから、業としての行為（商業的利用行為）に限られ

ると解される。例えば、デモ等に利用する目的で政治家の写真を個人のＴ

シャツに付するような場合は、同Ｔシャツは「商品等」に該当しない。ま

た、インターネット上の個人のファンサイト又はブログに肖像写真を掲載

するような場合も、同肖像写真は「商品等」に該当しない。」 

「第２類型は、「商品等に付し」という用語を採用しているが、当該用語

は、肖像等を商品等に付してキャラクター商品を生産する行為のほかにも、

肖像等が付された商品等を販売、輸出等する行為も、当然に含むものと解

される。」 

 

ｂ 裁判例 

上記のとおり、調査官解説では、「商品等」とは「商品化」されたもの

をいうとされていたが、その後の裁判例では、以下のとおり、サービスへ

の肖像等の利用も第２類型に当たるとされている18。 

 

 
17 中島・前掲注 1）４０、４９頁 
18 奥邨・前掲注 7）３９～４０頁 
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・東京地判令和５年１１月３０日判時２６１５号１３８頁 〔ＥＮＲＩＫＥ

事件〕 

「Ｘ名称及びＸ肖像には、商品の販売等を促進する顧客吸引力があると

ころ、Ｘ名称及びＸ肖像の掲載態様等を踏まえると、Ｙらが提供する全

てのサービスに共通してエンリケというブランド価値を全面に押し出

していることからすれば、Ｙらは、……事業につき、……上記顧客吸引

力により他の同種事業に係るサービスとの差別化を図るために、商号、

標章、ウェブページ、ドメイン名においてＸ名称又はＸ肖像を付したも

のと認めるのが相当である。 

したがって、ＹらがＸ名称又はＸ肖像を使用する行為は、ピンク・レ

ディー判決の第２類型に該当するものとして、パブリシティ権を侵害す

るものといえる。」 

 

エ 第３類型：「肖像等を商品等の広告として使用」 

(ｱ) 趣旨 

○ 調査官解説19 

「肖像等を商品等の広告として使用する場合を違法類型とするものであ

る。我が国のパブリシティ権のリーディングケースであるマーク・レスタ

ー事件20が、第３類型に該当する典型例である。」 

 

(ｲ) 裁判例 

ａ 肯定例 

・Ｙが開設した、閲覧者をＸの属するグループのグッズ販売サイトやファ

ンクラブサイトに誘導してその購入・入会を促す役割を有するウェブサ

イトにおいて、Ｘの肖像等を掲載したもの（知財高判令和５年９月１３

日（令和５年（ネ）第１００２５号）〔ＦＥＳＴ ＶＡＩＮＱＵＥＵＲ

メンバー事件〕） 

・Ｙの商品（衣類）を着用したＸの肖像を、当該商品を販売するＹのウェ

ブサイト等に掲載したもの （大阪高判平成２９年１１月１６日判時２４

０９号９９頁〔Ｒｉｔｍｉｘ事件〕） 

・Ｙが開設した、Ｘのオフィシャルホームページと題するウェブサイトに

おいて、Ｘの氏名や肖像を掲載したもの （東京地判平成３１年２月８日

（平成２８年（ワ）第２６６１２号等）〔ジル・スチュアート事件〕） 

 
19 中島・前掲注 1）５０頁 
20 映画の上映権、宣伝権を有する者が、主演者に無断でその映画中の肖像を菓子類の宣伝用のテレビコマ

ーシャルに提供したことが、主演者の肖像、氏名についての人格的・経済的利益を侵害したものとして、

財産的、精神的損害の賠償責任が肯認された、東京地判昭和５１年６月２９日判時８１７号２３頁がある。 
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ｂ 否定例 

・Ｙの発行する雑誌の中吊り広告において、その左から４分の１程度のス

ペースを使用して縦書き４行にわたってＸの大学裏口入学疑惑に関す

る見出しが記載されているところ、当該見出しスペースの下方３分の１

程度、幅３分の２程度のスペースにＸの肖像を掲載したもの（知財高裁

令和３年１２月２４日 （令和３年（ネ）第１０００８号） 〔太田光事件〕） 

※判示は第１から第３類型のいずれにも該当しないとしている。 

・Ｙが開設した、所属タレントの紹介サイトにおいて、Ｘの氏名や肖像を

掲載したもの（東京地判令和５年１２月１１日判時２６１６号１３４頁

〔岡田佑里乃事件〕） 

 

オ ３類型以外で、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる

場合：「など」 

○ 趣旨 

・調査官解説21 

「３類型に付け加えられた「など」は、３類型と違法性において実質的に

同一である（「均等」）と評価されるような場合に、パブリシティ権の禁止

効の及ぶ範囲を例外的に拡張するものである。本判決が第１類型ないし第

３類型を具体的に明示して、侵害範囲を厳格に制限しようとした趣旨から

すれば、「など」は、基本的には予測できない利用態様が将来発生し得る

ことに配慮してその余地を残したものであり、３類型の限界事例について

「など」に該当するとして禁止効を拡張すべきではない。」 

 

⑸ 「肖像等」に声が含まれる場合の３類型の考え方について 

・今村哲也「ＡＩが再現する「声」と知的財産法の課題22」 

「 〔下記の〕表……に示した類型は、声のパブリシティ権の観点から見て典型

的な商業的利用形態を整理したものである……。ピンク・レディー判決以降、

声についての事案ではないが、下級審でも上記類型に該当する場合にはパブリ

シティ権侵害を認める判断が蓄積されている。…… 

こうした判例の枠組みに照らせば、各事例はいずれも顧客吸引力を狙った商

業利用であり、十分に侵害類型に該当し得る。具体的には、 【事例１】 〔音声コ

ンテンツ配信プラットフォーム企業Ａが、人気声優Ｘの声をＡＩに無許諾学習

させて同人のＡＩ合成音声を作成し、本人の許諾なく配信・収益化した事例〕

 
21 中島・前掲注 1）５０頁 
22 今村・前掲注 6）１１５５～１１５６頁 
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の音声配信サービスにおいて独立して鑑賞対象となる声のコンテンツが配信

されていると評価できれば第１類型に該当し、音声配信サービスを差別化する

ために声自体がサービスに付されていると取られれば第２類型に該当し得る

であろう。また、声のみで広告として機能しているのであれば、第３類型にも

該当し得る。【事例２】 〔広告制作会社Ｂが、俳優兼声優Ｙの声をＡＩに無許諾

学習させて同人のＡＩ合成音声を作成し、本人の許諾なくＣＭナレーションに

利用し、小さくＡＩ合成音声である旨表示した事例〕のＣＭナレーションは「商

品の広告宣伝への利用」（第３類型）そのものである。また【事例３】 〔ゲーム

開発会社Ｃが、故人である声優亡Ｚの声をＡＩに無許諾学習させて同人のＡＩ

合成音声を作成し、遺族の許諾なく新作ゲームのキャラクターに利用した事

例〕のゲーム内での使用は、基本的には、キャラクター商品としてのゲームの

価値向上の手段として第２類型に位置づけられよう。ただし、いずれの事例で

も、声優や俳優自体の名前を用いていないことから、…… 〔特定の声が長期に

わたり全国的に認知されている場合、または特定の商品・サービスの需要者層

において高度な認知度を有する場合といった〕事情がなければ、パブリシティ

権侵害の主張は困難である可能性も高い。 

したがって、各事例のＸ・Ｙ・故人Ｚの声の本人の声であるとの同定可能性

が認められ、「その声が本人に帰属するものである」と一般人が認識できる場

合には、無断利用行為はＸ・Ｙのパブリシティ権を侵害する不法行為となり得

る。他方、故Ｚのパブリシティ権については、死後のパブリシティ権と相続性

の当否により結論が異なる。 

類型 概要 典型例（具体例） 

第１類型： 

声それ自体を独立して

鑑賞の対象となる商品

等として使用する場合 

有名人のボイスメッセージ／ボイススタンプ／芸能

人のボイスアラーム／オーディオブック 

第２類型： 
商品等の差別化を図る

目的で声を付す場合 

オーディオブック／目覚まし時計／GPS ナビゲーシ

ョン／電子辞書／スマートスピーカー・ゲームのNPC

（Non-Player Character） 

第３類型： 
声を商品等の広告とし 

て使用する場合 

ラジオやテレビのCM／店内アナウンス／商品宣伝を

含む電話待機メッセージ／商品サービス名を有名声

優の声で読み上げる宣伝  

」 

・中島基至「人声権（Right of Human Voice）の生成と展開23」 

「人の声の商業的価値は、パブリシティ権によって保護されるため、違法性判断

基準は、ピンク・レディー判決が示した３類型によることになる。」 

「第１類型の典型例としては、声優等のボイスメッセージ、ボイススタンプ等の

デジタルボイス、ナレーション、音声アシスタント（スマートスピーカー、カー

 
23 中島・前掲注 8）６～７頁 
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ナビ等）などがある。また、アニメ・ゲームのキャラクターやオーディオブック

に使用される声優等の声についても、その声それ自体を独立して鑑賞の対象とす

るものとして、第１類型に該当する。」 

「第２類型の典型例としては、歌手の合成音声を使用したＡＩカバー、本人の声

を合成使用したキャラクターゲーム、俳優等の声合成サービスなどがある。また、

現在販売されているキャラクター商品の典型例としては、ボイスキーホルダー、

ボイス入り目覚まし時計、ボイス貯金箱、ボイスペンライト、サウンド再生ポス

ター、サウンド団扇、サウンド缶バッジ、サウンドフィギュアなどがあげられる。」 

「第３類型の典型例としては、広告のナレーションに人の声を使用する場合であ

り、近時の例としては、ＳＮＳ等における有名人等のなりすまし広告がある。」 

 

２ パブリシティ権の譲渡性・相続性に関する議論24 

⑴ ピンク・レディー事件調査官解説【譲渡性・相続性否定】 

ピンク・レディー事件調査官解説は、パブリシティ権が人格権に由来する権利

であることを踏まえ、パブリシティ権の譲渡性や相続性を否定しているが、将来

的な議論の展開によって変容する余地があり得ることを示唆している25。 

 

「本判決は、パブリシティ権が人格権に由来する権利の一内容を構成するものと

して、人格権説を採用している。人格権説を採用すれば、パブリシティ権がその

人物の一身に専属し、これを譲渡することができず、相続の対象にもならない（民

法８９６条）と解され、この点については、おおむね異論がないところと思われ

る。本判決は、上記の点について明確に判示するものではないが、人格権説を採

用した上、パブリシティ権侵害が成立する範囲を制限的に解する立場を採用して

いる趣旨からしても、上記と同様の見解に立つものと思われる。」 

「本判決は、成文法上の根拠のないパブリシティ権について謙抑的な立場を採用

するものであり、譲渡性・相続性については消極的に解するものと思われるが、 

パブリシティ権が肖像権と同様の枠にとどまるか、母なる権利から「へその緒」

が外れ、財産権として独り立ちするかは、現時点において判断するに熟している

とまで言い難く、この点については、人格権に関する理論の展開と社会的必要性

の変化を踏まえた今後の議論の発展に委ねられていると解されよう。」 

 

⑵ 学説 

ア 譲渡性・相続性に関する一般論 

 
24 パブリシティ権の譲渡性に関する裁判例・学説の動向につき、尾藤司「パブリシティ権の譲渡性に関す

る近時の動向」静岡大学法政研究３０巻２号（２０２５年）１頁以下参照。 
25 中島・前掲注 1）５９頁 
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ピンク・レディー事件最高裁判決以後の学説においては、パブリシティ権が

人格権であることを前提としつつ、人格権に含まれる財産権的部分として、パ

ブリシティ権の譲渡性 ・相続性を肯定する考え方や、パブリシティ権が人格権

であることを前提にパブリシティ権の譲渡性 ・相続性を否定する考え方がそれ

ぞれ示されている。 

 

・本山雅弘「パブリシティ権の権利構成の展開とその意味に関する覚書26」 

「「ピンク・レディー」最判に結実した人格権構成論が、理論的には必ずし

も「人格権としてのパブリシティ権」を意味するものと解すべき理由はなく、

むしろ、一種の「財産権構成」として、あるいは、「人格権の財産価値的構

成部分」構成と捉えることが妥当であるとすれば、その譲渡可能性と相続性

の論点についても、人格権の一身専属性なり不可相続性と同列に論ずる必要

はないということにもなる。……その権利の本質から、その動的な関係とし

て主体と客体とを捉えた場合には、主客の分離状況に決して違和感はなく、

それは権利の本質からして当然の状況なのであるから、主客分離の懸念に由

来するパブリシティ権の不可譲渡性の結論は説得性を欠くことにもなろう。

……このように考えるならば、パブリシティ権の譲渡可能性は、むしろ肯定

すべきこととなる。」 

「相続の場合には、すでに人格要素の主体が存在せず、その相続を認めたと

しても、そもそも権利譲渡の場合のような主客の分離問題は生じないのであ

るから、先に述べた権利主体と客体との動的関係の視点のみならず、その静

的関係の視点からも、相続可能性を否定すべき有効な根拠はないのではない

かと思われる。」 

 

・米村滋人「人格権の権利構造と「一身専属性」（５・完）27」 

「人格権の保護客体の多様化が認められる中で、保護客体の性質や取引の内

容・経緯等を一切問うことなく、パターナリズムによって一律に権利移転を

封ずることが現代の私法規範のあり方として適切であるかが問われなけれ

ばならない。パターナリズムに基づく判断が必要であるとしても、それは公

序良俗違反による法律行為無効……によっても実現でき、あえて権利の性質

上移転不可能であるとする必要が存在するかは、疑問である。 

以上の検討を踏まえれば、人格権の譲渡性・相続性を常に否定することは

適切でなく、パターナリズムの要請が妥当する範囲でのみ譲渡・相続を否定

 
26 本山雅弘「パブリシティ権の権利構成の展開とその意味に関する覚書」國士館法學４５号（２０１２年）

８２頁 
27 米村滋人「人格権の権利構造と「一身専属性」（５・完）」法学協会雑誌１３４巻３号（２０１６年）４

６１頁 
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すべきものと考えられる。具体的には、人格権は、それを他者に移転するこ

とにより、本人の人格的生存を困難にする危険性が定型的に認められる場合

には譲渡性・相続性が否定されるものの、そうでない場合には原則として譲

渡性・相続性は肯定され、ただし、当事者間の関係性や契約目的、取引経緯

等の総合考慮によって、譲渡契約や遺贈等が公序良俗違反により無効とされ

る可能性があると整理すべきことになる。……その結果、……パブリシティ

権についても（これが人格権に分類されると解した場合でも）譲渡性・相続

性を肯定すべきであると考えられる。」 

 

・茶園成樹「パブリシティ権の現状と課題28」 

「人格権説を採ることで、パブリシティ権の譲渡を認めることは難しくなり

ました。理論的にはそうですし、また、譲渡を認めますと、自分の氏名や肖

像に対する権利を他人が有することになりますから、自身の活動に支障をき

たすということがあり得ます。 

これに対して、利用許諾については、自分の氏名や肖像を他人が利用する

ことに同意するということであり、それをすることによる自身の活動への制

約の度合いは譲渡の場合よりも弱いですから、許容することができると思い

ます。また、翻って、利用許諾という方法が可能であれば、譲渡という方法

を採るべき必要性が弱まるということもできます。 

相続については、本来的には認めることは困難ですし、また、相続する者

の利益を考える必要はないでしょうが、他方、本人の利益のためには、死後

も権利が存続することが望ましいと思われます。よって相続を認めたほうが

よいのではないかと思っています。といいますのは、人は何時死亡するかは

わかりません。相続を否定しますと、生前に利用許諾を受けた者、特に独占

的利用許諾を受けた者の事業の展開が、本人が急に死亡すると誰もが自由に

利用できるようになることにより、困難となることが考えられます。このリ

スクが重大視されて、人の氏名や肖像の利用が活発に行われ難くなり、本人

が得ることのできる使用料も少なくなってしまうおそれがあるからです。 

したがって、利用許諾を受けた者の事業が急に悪化しないようにするため

の期間、権利を存続させることがよいのではないでしょうか。」 

 

イ 譲渡性を肯定する場合における条件、制約等 

譲渡性を認める場合の条件ないし制約については、以下のとおり、公序良俗

による無効の可能性を指摘する見解があり、それぞれ公序良俗違反となる要件

について検討がなされている。 

 
28 茶園成樹「 ［講演録］パブリシティ権の現状と課題」コピライト７０８号（２０２０年）１６頁 
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・尾藤司「パブリシティ権の譲渡性に関する近時の動向29」 

  （後記⑶アの東京地判令和４年１２月８日判タ１５１０号２２９頁〔愛内里

菜事件〕が、パブリシティ権の譲渡条項に関し、①それによってＸの利益を

保護する必要性の程度、②それによってもたらされるＹの不利益の程度及び

③代償措置の有無といった事情を考慮して、合理的な範囲を超えて、Ｙの利

益を制約するものであると認められる場合には、上記部分は、社会的相当性

を欠き、公序良俗に反するものとして無効と判断したことを踏まえ）「契約

が有効と認められる要素として指摘された①～③については、これらの要素

の関係性が必ずしも明らかではない。そのため、結局のところ、①～③を含

む種々の要素の総合考慮が求められることとなる。その際、以下の２点を踏

まえておく必要があるだろう。 

まず、代償措置を講じていたとしても、パブリシティ権を全面的かつ永続

的に奪うことは認められるべきではなく、パブリシティ権の客体の利用方法

につき、詳細な基準が明記されていることが求められる。その基準として、

たとえば、利用される客体の利用方法が、利用される客体の範囲、媒体、期

間、地理的な範囲などによって限定されていることが挙げられる。 

次に、①～③がどの程度重視されるべきかについては、パブリシティ権の

客体ごとに異なり得るという点である。たとえば、パブリシティ権の客体が

芸名である場合のうち、譲受人たる事務所等がその芸名を名付けた場合は、

譲受人の要保護性が高いといえる。これに対して、パブリシティ権の客体が

本名であるような場合は、当該客体と主体とが深く結びついていることから、

本人の要保護性が高いといえる。このように、譲渡の相手方、本人それぞれ

の要保護性は、パブリシティ権の客体に応じて異なり得るところ、それに応

じて、代償措置の程度も異なるだろう。」 

 

・米村滋人「人格権の権利構造と「一身専属性」（５・完）30」 

「当事者間の関係性や契約目的、取引経緯等の総合考慮によって、譲渡契約

や遺贈等が公序良俗違反により無効とされる可能性があると整理すべきこ

とになろう。」 

「人格権に財産権的部分と非財産的部分が存在する場合、この両者を完全に

別個の権利として分割することができるかが問題となる。…… 

……同一の保護客体に関して財産権的権利が成立するとしても、人格権か

ら分割できない場面は頻繫に存在するものと考えられる。そのような場合に

 
29 尾藤・前掲注 24）２０～２１頁 
30 米村・前掲注 27）４６１、４６４～４６５頁 
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財産権的部分等（もとの人格権の一部）を他者に譲渡する法律構成としては、

……人格権の一部につき（物権的効力を有する）利用権を設定し、それを他

者に移転することで、当該他者は物権的に当該権利の保護客体を利用するこ

とができる。ただし、もとの人格権も残存しているため、それによる種々の

拘束を受けることになろう（拘束の内容は利用権の設定時に設定契約におい

て明確化すべきである）。」 

 

ウ 相続性を肯定する場合における相続等の範囲 

相続性が肯定される場合における相続 （相続人の権利行使）の範囲について

は、以下のとおり、故人の生前の明示的意思や推定的意思に限定されるとの見

解や、原則として相続の必要性が認められる権利の一部のみが対象になるとい

った見解がある。 

 

・本山雅弘「パブリシティ権の権利構成の展開とその意味に関する覚書31」 

「相続の場合は、すでに人格要素の主体が存在せず、その相続を認めたとし

ても、そもそも権利譲渡の場合のような主客の分離問題は生じないのである

から、……相続可能性を否定すべき有効な根拠はないのではないかと思われ

る。 

……このように相続性が承認されるとはいえ、それは、相続人による任意

の権利行使を可能とするわけではない。故人の生前の明示的意思があればそ

の制約を受け、あるいは、それがなくとも、推断される故人の意思の範囲内

で、その権利行使が許されるにすぎないところである。」 

 

・米村滋人「人格権の権利構造と「一身専属性」（５・完）32」 

「相続に関しては、まず相続の対象となる権利範囲がどこまでかが問題とな

る。この点については、権利全体が当然に相続されると解すべきではなく、

原則として相続の必要性が認められる権利の一部のみが相続の対象となる

と考えられる。これは、人格権の相続を無制限に認めた場合には、歴史上の

人物の指摘事項を研究や報道の対象とし結果を公表することも制限される

など、公共的な利用を阻害する事態をも招きかねず、適切でないと考えられ

る場面がありうるからである。 

また、同様の観点から、相続後の人格権が永久に存続し続けると解するこ

とは適切でなく、一定の期間内に限り存続しうるものとすべきであろう。た

だし、その期間を解釈上制限することは容易でなく、この点は立法化が望ま

 
31 本山・前掲注 26）８２頁 
32 米村・前掲注 27）４６５～４６６頁 
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しい。その他にも、相続後の権利の行使に関しては種々の制約がなされる可

能性がある。具体的に相続後の権利にどのような制約が付せられるかについ

ては、保護客体の性質や想定される利用目的等によって異なると言わざるを

得ず、個別的に検討する必要があると考えられる。」 

 

⑶ 裁判例 

ア 譲渡性・相続性肯定例 

・東京地判令和４年１２月８日判タ１５１０号２２９頁〔愛内里菜事件〕【譲

渡性一部肯定】 

「本件契約書８条は、Ｙ 〔アーティスト〕の出演業務により発生するパブリ

シティ権がＸ 〔マネジメント会社〕に原始的に帰属する旨を定めている……。

この点、パブリシティ権が人格権に由来する権利であることを重視して、人

格権の一身専属性がパブリシティ権についてもそのまま当てはまると考え

れば、芸能人等の芸能活動等によって発生したパブリシティ権が（譲渡等に

より）その芸能人等以外の者に帰属することは認められないから、本件契約

書８条のうちパブリシティ権の帰属を定める部分は当然に無効になるとい

う結論になる。しかし、パブリシティ権が人格的利益とは区別された財産的

利益に着目して認められている権利であることからすれば、現段階で、一律

に、パブリシティ権が譲渡等により第三者に帰属することを否定することは

困難であるといわざるを得ない。」 

「もっとも、仮に、パブリシティ権の譲渡性を否定しないとしても、本件契

約書８条のパブリシティ権に係る部分が、①それによってＸの利益を保護す

る必要性の程度、②それによってもたらされるＹの不利益の程度及び③代償

措置の有無といった事情を考慮して、合理的な範囲を超えて、Ｙの利益を制

約するものであると認められる場合には、上記部分は、社会的相当性を欠き、

公序良俗に反するものとして無効になると解される33。」 

 

 
33 その上で、本件においては、①につき、ＸによるＹの芸能活動のマネージメント業務による投下資本の

回収は、基本的にＸＹ間の協議に基づく契約期間内に行われるべきもので、Ｘの利益の保護の必要性は必

ずしも高くない。②につき、Ｙの芸名の顧客吸引力は、飽くまでもＹの芸能活動の結果生じたものであり、

需要者がＹの芸名によって想起・識別するのもＹであるにもかかわらず、本件契約書８条のパブリシティ

権に係る部分は、ＹがＸの所属から離れた場合にはその芸名をＸの許諾なしに芸能活動に使用できなくす

るものであり、実質的にＸの所属から離れた芸能活動を制約し、契約期間終了後の自由な移籍や独立を萎

縮させる効果をも有するもので、Ｙは現に不利益を被っているといえ、Ｙの不利益の程度は大きいといえ

る。③につき、Ｘが上記芸名に係るパブリシティ権を原始的に取得することに対する対価又は代償措置は

存在しない。このことからすれば、本件契約書８条のパブリシティ権に係る部分は、Ｘによる投下資本の

回収という目的があることを考慮しても、適切な代償措置もなく、合理的な範囲を超えて、Ｙの利益を制

約するものであるというべきであるから、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効になる

というべきである、とした。 
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・知財高判令和７年８月２８日ジュリ１６２０号８頁〔Ｒちゃん事件〕【譲渡

性肯定を前提】 

※ Ｘ１のタレント活動に関するマネジメント会社であるＸ２がＸ１から

そのパブリシティ権の譲渡を受けたことを前提事実として、パブリシティ

権侵害に基づく損害をＸ２に認めている。 

 

イ 譲渡性・相続性否定例 

・大阪高判平成２９年１１月１６日判時２４０９号９９頁〔Ｒｉｔｍｉｘ事

件〕【譲渡・相続性否定】 

 ※利用許諾契約の事案であり、パブリシティ権の譲渡性、相続性が直接争点

となった事案ではない。 

「パブリシティ権は、人格権に由来する権利の一内容を構成するもので、一

身に専属し、譲渡や相続の対象とならない。しかし、その内容自体に着目す

れば、肖像等の商業的価値を抽出、純化させ、名誉権、肖像権、プライバシ

ー等の人格権ないし人格的利益とは切り離されているのであって、パブリシ

ティ権の利用許諾契約は不合理なものであるとはいえず、公序良俗違反とな

るものではない。」 

 

・知財高判令和４年１２月２６日（令和４年（ネ）第１００５９号）〔ＦＥＳ

Ｔ ＶＡＩＮＱＵＥＵＲグループ事件〕【譲渡性否定】 

「パブリシティ権は人格権に基づく権利であってＹに譲渡できるとは考え

難い」 

 

⑷ 譲渡性・相続性に関する海外の状況 

ドイツでは、連邦最高裁判決１９９９年１２月１日（ＢＧＨＺ１４３、２１４

－Ｍａｒｌｅｎｅ Ｄｉｅｔｒｉｃｈ）は、以下のとおり、人格権の財産価値的

構成部分の相続性を認めている34。 

「一般的人格権とその特別の派生物は、人の財産価値的利益をも保護する。肖像、

氏名や、声などのその他の人格メルクマールは、一般的にその人の一般社会にお

ける知名度や名声……に依存して、かなりの経済的価値に相当しうる。著名な人

物は、自信の肖像、氏名や、その他の再認知を可能にする人格メルクマールを商

品やサービスの広告に挿入することを、第三者に対して有償で許可することによ

り、自らの人気と、それと結びついたイメージを経済的に利用することができる。

それゆえ、広告目的等のために、その人物の人格メルクマールを許可なく利用す

 
34 判決の和訳は、米村滋人「人格権の権利構造と「一身専属性」（４）」法学協会雑誌１３４巻２号（２０

１６年）２９２～２９６頁を参照した。 
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ることは、しばしば、その物の精神的利益よりも商業的利益を侵害する。なぜな

ら、その者は自身の名誉や名声が傷つけられたと感ずるよりも、むしろ経済的に

不利益を受けたと考えるからである。」 

「肖像及び氏名に対する権利の財産価値的構成部分は、単純相続人としての原告

に承継された。なぜならば、生前の譲渡可能性の有無にかかわらず、この構成部

分は―精神的利益の保護に奉仕する最高度に人格的な構成部分とは異なって―

相続可能だからである。」 

 

また、米国における死後のパブリシティ権の保護に関しては、カリフォルニア

州やニューヨーク州においては、生前のパブリシティ権の譲渡性 ・相続性を否定

し、死後は、物故者のパブリシティ権が認められている35。 

  

 
35 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）５０頁参照 
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３ 肖像、声の無断利用事案に関する不競法の適用について 

肖像、声の無断利用事案に関する不競法の適用については、令和６年度経済産業

省研究委託事業による研究会36 （以下「不競法研究会」という。）において調査研究

がされている。以下では、同研究会における検討結果を中心に記載する。 

 

⑴ 周知表示混同惹起行為（同法第２条第１項第１号）・著名表示冒用行為（同項

第２号） 

○不正競争防止法（平成５年法律第４７号） 

第２条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 

 一 他人の商品等表示 （人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品

又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若し

くは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しく

は引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は

営業と混同を生じさせる行為 

 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品

等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若

しくは電気通信回線を通じて提供する行為 

 

【各要件についての報告書の整理等】 

要件等 定義等 
肖像・声との関係
での主な論点等 

不競法研究会における 
整理（要旨） 

商品等
表示 

商品（市場における流
通の対象物となる有
体物又は無体物）の出
所又は営業 （広く経済
収支上の計算の上に
立って行われる事業
一般）の主体を示す表
示。具体的には、人の
業務に係る氏名、商
号、商標等。自他識別
力又は出所表示機能
を有するものでなけ
ればならず、表示が、
単に用途や内容を表
示するにすぎない場
合には商品等表示に
含まれない37。 

肖像・声の商品等
表示該当性、特に
声の識別力の有
無・程度（どの程度
であれば周知性が
認められるか） 

声について、商品等表示該当性
自体は認められると考えられ
るが、声それ自体をもって商品
等表示該当性が認められる場
合は稀である、他方で、声とセ
リフの組み合わせ、又は、声と
キャラクターの組み合わせに
よって識別力が生じ、商品等表
示該当性が認められることも
あり、そのような場合が一定程
度あるのではないか38。 

俳優や声優の場合
における、俳優業
や声優業自体の商
品等表示該当性
（肖像等が化体し
た商品等の販売の
要否） 

肖像・声について、俳優や声優
の場合、商品等表示として認め
られるためには俳優業や声優
業を行うことだけで十分 （化体
した商品等の販売は不要）との
意見が多数。 

混同防止措置39 が
採られていた場合
の商品等表示該当
性 

混同防止措置が採られていた
場合でも、商品等表示該当性は
肯定し得る。同措置の採用は混
同要件において考慮すべき。 

 
36 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）３９～４７頁 
37 経済産業省知的財産政策室・編「逐条解説不正競争防止法（令和６年４月１日施行版）」［https://www.

meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/Chikujo.pdf］６９～７０頁 
38 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）３９～４０頁 
39 例えば、ブロマイドやカレンダーの販売の際に、肖像本人とは無関係であることを付記する等の措置。 
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使用 他人の商品等表示を
商品又は営業に用い
ること。商品自体に用
いることに加え、商品
の容器や包装、広告に
用いる場合などを含
むが、他人の商品等表
示を自他識別機能又
は出所識別機能を果
たす態様で使用して
いない場合には、「使
用」に該当しない40。 

使用該当性 （パブリシティ権による保護
と不競法による保護は併存す
ると考えられることを前提に）
例えば写真集に有名人の肖像
を使用したり、目覚まし時計に
有名人の声を使用するといっ
た商品化の類型であれば、「商
品等表示として使用」と言い得
るのではないか41。 

 

⑵ 品質誤認表示（同法第２条第１項第２０号） 

 二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、

品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤

認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために

展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供

する行為 

 

【各要件についての報告書の整理等】 

要件等 定義等 
肖像・声との関係
での主な論点等 

不競法研究会における 
整理（要旨） 

広告 公衆に対してなされ
る表示のうち営業目
的をもってなされた
もの42 

誤認表示を行って
いる者が事業自体
を実際に行ってい 
ない場合、そのよ
うな者の表示は
「広告」に該当す
るか 

①そのような者の表示も「広
告」に該当するとする見解と、
②そのような者の表示は「広
告」に該当しないとする見解に
分かれた43。 

 
40 経産省・前掲注 37）７８～７９頁 
41 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）４１頁。なお、①生成ＡＩを用いて、ある周知な人物の肖像を使用した写真を作成

し、それを販売した場合、②ある人物の声（周知のもの）と同一の声を出力可能な生成ＡＩを用いて、当該

生成ＡＩに当該人物 持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームに投稿した場合（「Ａ

Ｉに○○を歌わせてみた」等の打消し表示がない場合）、③ある人物の声（周知のもの）と同一の声を出力

可能な生成ＡＩを用いて、当該人物の声を使用した目覚まし時計を作成し、それを販売した場合について、

いずれも不競法第２条第１項第１号によって対処し得ることを示した、経済産業省経済産業政策局知的財

産政策室「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について」 ［ht

tps://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shozo_koe.pdf］４～５頁も参照。 
42 経産省・前掲注 37）１５２頁 
43 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）４５頁 
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商品の
…品質
…につ
いて誤
認させ
るよう
な表示 

「誤認させるような
表示」に該当するかど
うかは、個別具体の事
案に応じて、当該表示
の内容や取引界の実
情等、諸般の事情が考
慮された上で、取引
者 ・需要者に誤認を生
じさせるおそれがあ
るかどうかという観
点から判断される44。 

本人の肖像を本人
の許諾なく広告に
使用することの品
質誤認表示該当性 

有名人の肖像を許諾なく広告
に使えば、直ちに品質誤認表 
示に該当するというわけでは
ない。無許諾の広告には、①本
人の出演等による推奨がない
広告と②推奨がある広告があ
るところ、①は本人の信用度で
はなく顧客吸引力を利用して
いる場合であるから、品質誤認
表示でなくパブリシティ権侵
害に該当するのではないか。②
は、本人の推奨（推奨文言のほ
か、当該商品・役務の関連分野
の信用ある専門家の肖像等の
使用）があり、かつ商品の品質
に関わる場合には品質誤認表
示に該当し得るのではないか
45。 

 

⑶ 信用毀損（同法第２条第１項第２１号） 

 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為 

 

【各要件についての報告書における整理等】 

要件等 定義等 
肖像・声との関係
での主な論点等 

不競法研究会における 
整理（要旨） 

競争関
係 

双方の営業につき、そ
の需要者又は取引者
を共通にする可能性
があることで足りる
46。 

競争関係にあると
いえるか。 

需要者は一部共通するとい
え、 「競争関係」にあると一応は
いえるのではないか47。 

営業上
の信用
を害す
る 

― 

（ディープフェイ
クポルノを念頭
に）ポルノに出演
することが営業上
の信用を害する
か。 

ポルノに出演することは、それ
自体は犯罪ではないため、ディ
ープフェイクポルノが直ちに
本人の「営業上の信用」を害す
ると解してよいか、疑問を呈す
る意見もあった48。 

 
44 経産省・前掲注 37）１５６頁 
45 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）４３～４４頁。なお、生成ＡＩを用いて、ある人物の肖像を使用した広告を作成し、

それを広告として使用した場合について、当該人物が広告対象の商品・役務と関連する分野において信用

のある人物であれば、不競法第２条第１項第２０号 ・第２１号によって対処し得ることを示した、経産省 ・

前掲注 41）４頁も参照。 
46 経産省・前掲注 37）１６０～１６１頁 
47 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）４６頁 
48 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）４７頁 
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告知又
は流布
する行
為 

特定の人に対して個
別的に伝達し、又は不
特定の人若しくは多
数の人に対して知ら
れるような態様にお
いて広める行為49。 

（ディープフェイ
クポルノを念頭
に）ポルノへの出
演映像が告知に該
当するか。 

出演している映像をアップロ
ードするだけで「事実の告知」
に該当するとしてよいのかと
いう意見があった一方、虚偽で
あるかを判断できれば言葉で
告知しなくとも告知に該当す
るとの意見もあった50。 

 

⑷ 死者の肖像等の無断利用における不競法の適用 

死者の肖像等の無断利用事案における不競法の適用について、以下の見解があ

る51。 

 

・田村善之『不正競争法概説［第２版］52』 

「肖像等に関する商品化事業が行われていれば、本人の死亡後も、不正競争防

止法２条１項１号、２号の商品等表示（肖像等がその機能を果たしている場合）

の保護の法理の下で、結果的にパブリシティを保護しうることもある。別途、

混同のおそれや商品等表示としての使用の要件を主張、立証しなければならな

いという関門はあるが、当然に差止請求権を認めうるというメリットがある。」 

 

・田村善之『ライブ講義知的財産法53』 

「パブリシティ権を保護する候補として、自然人の氏名や肖像を商品等表示

とみて、〔不競法〕２条１項１号や２号の保護を受けることができるのかが問

題になるわけです。この議論の実益は、２つありそうです。第１に、死者の

パブリシティ権の保護の可否という難しい論点を回避しうることです。」 

 

・宮川美津子『不正競争防止法による顧客吸引力保護の限界―死者のパブリシテ

ィ権の保護を事例として54』 

「プロフットボールチームやプロバスケットボールチームが、チーム名やシン

ボルマークを使用許諾して商品化事業を行うことにより、本来はスポーツ活動

についての出所表示であったものが、商品化事業グループの商品等表示として

 
49 経産省・前掲注 37）１６１～１６２頁 
50 Ｂ＆Ｍ・前掲注 9）４７頁 
51 不競法の適用のほか、著作（隣接）権の規定を類推適用する見解や、著作権法第１１６条第１項を類推

適用し、一定順位の遺族による保護を図る見解もある。斉藤邦史『プライバシーと氏名・肖像の法的保護』

（日本評論社、２０２３年）２４２～２４３頁。 
52 田村善之『不正競争法概説［第２版］』（有斐閣、２００３年）５４１頁 
53 田村善之『ライブ講義知的財産法』（弘文堂、２０１２年）５５９頁 
54 宮川美津子「不正競争防止法による顧客吸引力保護の限界―死者のパブリシティ権の保護を事例として」

中山信弘ほか編「牧野利秋先生傘寿記念論文集・知的財産権 法理と提言」 （青林書院、２０１３年）９３２

頁以下 
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認識されるに至っている55。また、……裁判所は、……キャラクターが企業グ

ループの商品等表示として周知となっていることを認めている56。このような

シンボルマークやキャラクターに関する判例は、死亡した芸能人等の氏名や肖

像等も商品等表示と認められる可能性があることを示唆するものである。」 

「芸能人等の死後においてもその氏名や肖像を利用するためには、所有権、著

作権、著作隣接権、実演家人格権、商標権あるいは遺族の人格権といった様々

な権利に配慮する必要がある。従って、故人の氏名や肖像の商品化を円滑に行

うために、遺族あるいは生前所属していた芸能プロダクションや事務所等に対

し権利処理や許諾を求めるという状況が生じることは法的にも合理性が認め

られるものと考える。そして、このような需要に応じて、故人の氏名や肖像の

使用許諾窓口となり契約交渉を行い氏名や肖像の商業的利用を管理する者が

存在する場合は、パブリシティ権の相続性の問題とは切り離して、不正競争防

止法上、故人の氏名や肖像は、かかる管理者を中心とした商品化事業グループ

の商品等表示として保護され得るものと考える。」 

 

  

 
55 最判昭和５９年５月２９日民集３８巻７号９２０頁 〔フットボールチーム・シンボルマーク事件〕、商標

法違反の刑事事件である大阪地判平成５年１月１３日判タ８４０号２４４頁〔ＮＢＡプロバスケットボー

ルチーム・シンボルマーク事件〕 
56 東京地判平成２年２月２８日判タ７２４号２５２頁〔ディズニーキャラクター事件〕、東京地判平成６年

１０月１７日判時１５２０号１３０頁〔ポパイベルト事件〕、最判平成９年７月１７日民集５１巻６号２７

１４頁〔ポパイネクタイ事件〕等 
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第２ 「肖像等をみだりに利用されない権利」の不法行為法上の保護について 

１ ピンク・レディー事件における肖像権に関する説示 

⑴ ピンク・レディー事件最高裁判決 

ピンク・レディー事件最高裁判決は、肖像等について、その財産的価値に基礎

を置くパブリシティ権に加え、以下のとおり、精神的価値に基礎を置く「肖像等

をみだりに利用されない権利」の存在を判示している。 

「人の氏名、肖像等（以下、併せて「肖像等」という。）は、個人の人格の象徴で

あるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用され

ない権利を有すると解される」 

 

⑵ ピンク・レディー事件調査官解説57 

「本判決は、肖像につき、……人の肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当

該個人は、人格権に由来するものとしてこれをみだりに利用されない権利を有す

るとして、「肖像権」という権利を正面から認めるに至っている。そして、……

本判決は、パブリシティ権と同様に、氏名権についても排他的な権利としてこれ

を確認するとともに、併せて肖像権についても排他的な権利としてこれを初めて

承認したものと解される。」 

「本判決は、人格権に由来する権利のうち、パブリシティ権侵害の判断基準を示

すにとどまり、氏名権及び肖像権侵害の判断基準を示すものではなく、この点に

ついては、今後の検討課題であるといえよう。」 

 

２ 肖像に関する権利侵害の判断基準 

⑴ 判例 

・最判平成１７年１１月１０日民集５９巻９号２４２８頁〔法廷内写真撮影事

件〕 

「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護

されるべき人格的利益を有する……。もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取

材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承

諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地

位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮

影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受

忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。 

また、人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的

利益も有すると解するのが相当であり、人の容ぼう等の撮影が違法と評価される

場合には、その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は、被撮影者の上記人

 
57 中島・前掲注 1）２７～２８、３０頁 
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格的利益を侵害するものとして、違法性を有するものというべきである。」 

 

⑵ 学説等 

・公益社団法人商事法務研究会「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題

に関する有識者検討会取りまとめ58」 

「肖像権の保護法益は、事案や場面によって様々であり、……具体的にいかな

る保護法益の侵害が問題となっているかを特定していくことが必要である。 

問題となる保護法益として、プライバシー、名誉感情、私生活の平穏といっ

た実務上比較的その内実が明確な保護法益を特定できた場合には、それぞれの

性質を踏まえて、不法行為法上の違法ないし肖像権に基づく差止めによる削除

の一般的な判断基準を検討するべきである。 

この検討を行う際には、平成１７年判例の基準、すなわち、被撮影者の社会

的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態

様、撮影の必要性等、事案に応じて適切な事情を総合考慮して、被撮影者のみ

だりに自己の容ぼう等を撮影されない人格的利益の侵害が社会生活上受忍の

限度を超えるかどうかにより人の容ぼう等の撮影行為の違法性を判断し、また、

撮影が違法と評価される場合には、その容ぼう等が撮影された写真や動画（以

下「写真等」という。）を公表する行為は、被撮影者の自己の容ぼう等を撮影

された写真等をみだりに公表されない人格的利益を侵害するものとして違法

となるという判断基準を出発点とすることが考えられる。 

また、容ぼう等の撮影行為が違法とは認められない場合でも、その公表行為

について、平成１７年判例を踏まえ、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮

影者の活動内容、撮影の場所、公表の目的、公表の態様、公表の必要性等、事

案に応じて適切な事情を総合考慮して、被撮影者の自己の容ぼう等を撮影され

た写真等をみだりに公表されない人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度

を超えるかどうかという判断基準を出発点として、公表行為自体の違法性の有

無を検討することが考えられる。 

以上を踏まえると、例えば、私的な場で撮影された肖像については、保護法

益をプライバシーと捉えた上で、平成１７年判例の考慮要素を踏まえつつ、公

共性がない場合には、特段の事情がない限り、社会生活上受忍の限度を超える

ものであるとすることが考えられる。また、公的な場で撮影された写真につい

ては、その内容や公開の態様等が侮辱的なものであれば、保護法益を名誉感情

と捉えた上で、平成１７年判例の考慮要素を踏まえつつ、侮辱の程度が社会生

活上受忍の限度を超えたものかどうかを検討することなどが考えられる。」 

 
58 公益社団法人商事法務研究会「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会取

りまとめ」［https://www.shojihomu.or.jp/public/library/728/report202205.pdf］３５～３７頁 
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・中島基至「スナップ写真等と肖像権をめぐる法的問題について59」 

「肖像は、故人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するもの

として、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等が撮影

等された写真等をみだりに公表されない権利を有すると解するのが相当であ

る。他方、人の容ぼう等の撮影、公表が正当な表現行為、創作行為等として許

されるべき場合もあるというべきである。そうすると、肖像等を無断で撮影、

公表等する行為は、①撮影等された者（以下「被撮影者」という。）の私的領

域において撮影し又は撮影された情報（以下「撮影情報」という。）を公表す

る場合において、撮影情報が公共の利害に関する事項ではないとき（以下「第

１類型」という。）、②公的領域において撮影し又は撮影情報を公表する場合に

おいて、撮影情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するも

のであるとき（以下「第２類型」という。）、③公的領域において撮影し又は撮

影情報を公表することによって社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日

常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるとき（以下「第３類型」と

いう。）など、被撮影者の被る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超え

る場合に限り、肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解す

るのが相当である。」 

 

３ 声が「肖像等」に含まれるか否か 

声が「肖像等」に含まれ保護の対象となるかについては、学説上、これを肯定す

る見解が多数であり、その保護の範囲について検討がなされている。 

 

・荒岡早馬ほか「声の人格権に関する検討60」 

「人の声も、そのような「個人の人格の象徴」と位置づけることができよう。我々

は普段、電話越しに聞こえる相手の声から、その人物が誰であるのかを認識し、

また声の違いによって、集団の中における自己を他人と区別している。このよう

に、声はある人物を識別する要素として機能すると同時に、その者からすれば、

「個人の人格の象徴」でもあると言えるだろう。したがって、人の声は、肖像や

氏名と同様に、人格権による保護の対象となると考えられる。」 

 

・中島基至「人声権（Right of Human Voice）の生成と展開61」 

「人の声は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するもの

 
59 中島基至「スナップ写真等と肖像権をめぐる法的問題について」判タ１４３３号８頁 
60 荒岡早馬ほか「声の人格権に関する検討」情報ネットワーク・ローレビュー２２巻（２０２３年）３７

頁 
61 中島・前掲注 8）７頁 
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として、自己の声をみだりに録音、合成等されず、または自己の声を録音、合成

等した音声をみだりに公表されない権利を有すると解するのが相当である。」 

 

４ 声の権利侵害の成否に関する判断基準等 

学説においては、以下のとおり、声と肖像の特徴や役割等の違いを踏まえ、声に

ついて「みだりに利用されない権利」が成立するための判断基準等について検討が

なされている。 

 

・荒岡早馬ほか「声の人格権に関する検討62」 

「肖像（主に写真）は、報道や私生活での記録といった目的で作成されることが

多いが、音声合成等によって他人の声を再現する行為は、肖像の利用目的に比す

るような積極的意義を見出しがたい。……今後、音声合成サービスなどが普及し、

社会生活において自身の声が再現、利用されることが一般化した社会が到来する

可能性はあるものの、少なくとも現時点において、人の声を再現する行為は、肖

像の利用に比べその目的や必要性が乏しいものと思われる。よって、声の人格権

侵害の違法性を判断するにあたり、仮に……〔前記２⑴の法廷内写真撮影事件最

高裁判決の〕判断手法を採用した場合でも、自身の声が無断で音声合成等される

ことの社会生活上の受忍限度は、自らの肖像が作成されることに比べて小さくな

るものと考えられる。 

また、仮に声の人格権が認められたとしても、実際の運用の場面では、権利の

行使ができなくなる場合も想定されうる。最近、声優事務所等において、事務所

側が声優個人に対し、声の音声合成に同意する旨の契約条項を設けることが問題

となっている。たとえ声優個人がこのような契約条項に同意したくないと考えて

いたとしても、競争の激しい声優市場において、有名事務所との新規契約締結や

更新の条件として提示されてしまえば、立場の弱い声優個人は同意を余儀なくさ

れる可能性が高い。このような運用がなされては、たとえ声の人格権が認められ

ていたとしても、その意義が希薄化してしまうであろう。仮にそのような特約を

結んだ場合であっても、当該条項の内容が当事者の権利を不当に侵害するような

ものであれば、公序良俗違反等で争うことが考えられる。」 

 

・中島基至「人声権（Right of Human Voice）の生成と展開63」 

「人の声を無断で録音、合成、公表等する行為は、①その人の私的領域において

録音された音声が公共の利害に関する事項でないとき……、②その人の声を合成

した音声が社会通念上受忍すべき限度を超えてその人を侮辱するとき……、③上

 
62 荒岡ほか・前掲注 60）４０～４１頁 
63 中島・前掲注 8）７頁 
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記音声が社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送るその人の利

益を害するおそれがあるとき……など、その人の被る精神的苦痛が社会通念上受

忍すべき限度を超える場合に限り、人声権64を侵害するものとして、不法行為法

上違法となると解するのが相当である。 

上記に掲げる違法性判断基準……は、人声権の保護法益につき、①個人の私生

活上の自由から派生するプライバシーに係る法的利益、②名誉感情、③平穏に日

常生活を送る利益に、それぞれ区分したうえ、当該区分に応じて形成された判例

法理を踏まえ、違法性の判断手法を示すものである。」 

 

５ 死者に対する敬愛追慕の情 

死者について名誉権等の人格権が認められるかは、後記 ・東京高判昭和５４年３

月１４日とその原審を契機として始まったとされる65。学説上、①死者も人格的利

益を保有し、その利益が侵害された場合、遺族や故人が指定した請求権者などが死

者に代わって救済を求めうるとする考え方 （直接保護説）と、②死者には権利能力

がないことから、「死者の名誉」は保護法益とならないが、遺族の敬愛追慕の情を

保護法益とする考え方がある。以下のとおり、下級審裁判例は②の考え方をとり、

学説上も②が多数説であるとされる66。 

そして、以下の裁判例（東京地判平成２３年６月１５日、東京地判平成２３年４

月２５日）のように、死者に対する名誉毀損以外にも、死者の肖像やプライバシー

侵害による遺族の損害賠償請求が肯定されている裁判例もある。 

敬愛追慕の情に基づく遺族の損害賠償請求は、常に認められるものではなく、敬

愛追慕の情の侵害の程度（故人と遺族の関係の近さ、死亡から侵害までの時間的間

隔等）が考慮されることになるとの見解がある67。 

なお、敬愛追慕の情に基づく差止請求（後記第３の４参照）が認められるかにつ

いては、差止請求権の根拠となる排他性を有するとは認められないとしてこれを否

定した裁判例があり68、他方で敬愛追慕の情に基づく差止請求を認めた裁判例はな

いとされる69。他方で、差止請求が認められるかどうかは「排他性」の有無から機

械的に導かれるものではないことから、排他性の有無にかかわらず、人格的利益に

基づく差止請求も認められると考えてよいとの見解もあり70、インターネットの拡

散性や伝播性に鑑み、敬愛追慕の情に基づく差止請求も肯定されるべきとの見解も

 
64 筆者において、人の声の精神的価値を、権利の主体と対象に着目して呼称したもの 
65 「判批」メディア判例百選［第２版］（有斐閣、２０１８年）７８頁 
66 窪田充見・編『新注釈民法⒂ 債権⑻ 〔第２版〕』 （有斐閣、２０２４年）５３５～５３７頁〔水野謙執筆

部分〕 
67 窪田・前掲注 66）５３７頁〔水野〕 
68 東京地決令和４年５月６日（令和３年（ヨ）第４０２４号） 
69 中澤佑一『プロバイダ責任制限法と誹謗中傷の法律相談』（青林書院、２０２３年）２４１頁 
70 商事法務研究会・前掲注 58）５頁 
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存する71。 

 

○ 裁判例 

・東京高判昭和５４年３月１４日高民３２巻１号３３頁〔 「落日燃ゆ」事件〕 

「故人に対する遺族の敬愛追慕の情も一種の人格的法益としてこれを保護す

べきものであるから、これを違法に侵害する行為は不法行為を構成するものと

いえよう。もつとも、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、

その後時の経過とともに軽減して行くものであることも一般に認めうるとこ

ろであり、他面死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移

行して行くものということができるので、年月を経るに従い、歴史的事実探求

の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべきである。」 

 

・東京地判平成２３年４月２５日（平成２１年（ワ）第２４０６５号）【死者の

名誉感情侵害及びプライバシー侵害による不法行為責任を肯定】 

「死者の名誉ないし人格権は、その法主体性を喪失した死後においてまで、当

然に保護されるべきであるとはいえないが、その遺族については、死者の死後

も、死者の生存中の人格権が不法行為から保護されることを信頼し、期待する

こと（敬愛追慕の情）は、民法７０９条の法律上保護されるべき利益に該当す

るものと解するのが相当である。そして、その利益侵害の有無は、死者が生存

していたならば、その人格権が不法行為によって侵害されたといえるか否かと

いう観点から判断するのが相当である。」 

「次に、人は、他人に知られたくない私的な事柄をみだりに公表されない法的

利益をプライバシー権として有するから、一般人にいまだ知られておらず、私

生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事実であ

って、一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、他者に開

示されることを欲しないであろう事実を公表したときは、その事実を公表され

ない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場

合にプライバシー権侵害として不法行為が成立するものと解される（最高裁平

成６年２月８日第三小法廷判決・民集４８巻２号１４９頁参照）。」 

 

・東京地判平成２３年６月１５日判時２１２３号４７頁 【死者の写真の公表によ

る不法行為責任を肯定】 

「死者の容ぼう等が撮影された写真をみだりに公表し、これにより遺族の死者

に対する敬愛追慕の情を、その受忍限度を超えて侵害したときは、当該遺族に

対する不法行為を構成するものと解するのが相当であり、死者の容ぼう等が撮

 
71 中澤・前掲注 69）２４２頁 
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影された写真を公表する行為が遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍限度

を超えて侵害するものであるか否かについては、当該公表行為の行われた時期

（死亡後の期間）、死者と遺族との関係等のほか、当該公表行為の目的、態様、

必要性や、当該写真の撮影の場所、目的、態様、撮影時の被撮影者の社会的地

位、撮影された活動内容等を総合考慮して判断すべきである。」 
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第３ 損害賠償請求及び差止請求 

１ 請求主体 

⑴ 原則 

パブリシティ権侵害及び肖像権の損害賠償請求、差止請求は、基本的に権利者

本人が請求主体となるものとされている。 

 

⑵ パブリシティ権のライセンス（利用許諾）契約がされた場合の請求主体 

ア パブリシティ権のライセンス（利用許諾）契約の可否 

 ピンク・レディー事件調査官解説においては、パブリシティ権についてもラ

イセンス契約が可能であるとされている72。 

「パブリシティ権が利用許諾契約の対象となるか否かについては、パブリシテ

ィ権に係る利用許諾の対象が情報であり、その利用許諾の実体は差止請求権、

損害賠償請求権等の権利を行使しない旨の不行使特約であるといえるから、パ

ブリシティ権が人格権に由来することとの関係で、その不行使特約の有効性と

いう点も一応問題となろう。この点について、本判決によれば、パブリシティ

権とは人格権に由来するものであり、肖像等の本人以外の者はパブリシティ権

の権利主体とはなり得ず、その本人が死亡すれば権利も同時に消滅するという、

権利に課せられた制約があるものの、その内容自体に着目すれば、肖像等の商

業的価値を抽出、純化させ、名誉権、肖像権、プライバシー等の人格権ないし

人格的利益とは切り離されているのであって、上記不行使特約をしても、上記

人格権ないし人格的利益まで利用許諾の対象とするものではない。そうすると、

パブリシティ権の不行使の合意をしたとしても、上記人格権ないし人格的利益

を損なう態様で肖像等が利用されれば、パブリシティ権者は、上記名誉権、肖

像権等に基づき、当該利用行為に対し差止請求又は損害賠償請求等をすること

ができるのであるから、パブリシティ権の利用許諾契約は、パブリシティ権の

包括的許諾や再許諾を認める場合も含め、不合理なものであるとはいえず、民

法９０条にいう公序良俗に反するものではない。 

したがって、パブリシティ権は、利用許諾契約の対象となると解するのが相

当である。」 

 

利用許諾契約の有効性を認めた裁判例としては、以下のものがある。 

 

・知財高判平成２０年２月２５日（平成１８年（ネ）第１００７２号）〔プロ野

球選手事件〕 

「人は、生命・身体・名誉のほか、承諾なしに自らの氏名や肖像を撮影された

 
72 中島・前掲注 1）６１頁 
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り使用されたりしない人格的利益ないし人格権を固有に有すると解されるが、

氏名や肖像については、自己と第三者との契約により、自己の氏名や肖像を広

告宣伝に利用することを許諾することにより対価を得る権利（いわゆるパブリ

シティ権。以下「肖像権」ということがある。）として処分することも許され

ると解される。」 

「選手が商業的利用も含め自らの肖像権を生来的に有することは所論のとお

りであるが、これを自らの判断で契約により球団等の第三者にその管理を委ね

ることも許されるのであり、本件は、前記のとおり、そのような意味における

肖像権が選手から球団に対し契約により独占的利用を許諾したと認めること

ができるのである。そして、選手の肖像ないし氏名の宣伝目的での使用を球団

が一括管理することを前提とした本件契約条項の内容が、それ自体として不合

理といえないことも前記のとおりである。」 

 

イ パブリシティ権のライセンス時のライセンシーによる損害賠償請求・差止請

求の可否 

ピンク・レディー事件最高裁判決の調査官解説は、次のとおり、ライセンシ

ーには固有の差止請求権が認められないことを前提に、①債権侵害としてライ

センシーに対する不法行為を構成する場合、②ライセンサーに侵害排除義務が

認められる場合（転用型債権者代位権の行使の方法による。）には、ライセン

シーによる損害賠償請求又は差止請求が認められるとする73。 

「 （ア）差止請求権及び損害賠償請求権の成否 

パブリシティ権の利用許諾を受けた者については、同利用許諾に係る債権が

独占的なものであったとしても同債権に排他性を付与する法律上の規定を欠

く以上、固有の差止請求権は認められない。これと同様に、同人には固有の損

害賠償請求も認められないというべきであるが、自由競争の範囲を超え、債権

侵害として不法行為を構成するような場合には、同人にも固有の損害賠償請求

権が認められるというべきであろう。……少なくとも警告等をしてもなお当該

第三者が利用を継続するような場合には、債権侵害としての故意が認められ、

同許諾を受けた者との関係でも不法行為が成立するというべきである。 

（イ）転用型債権者代位権の行使の可否 

…… 

① 行使上の一身専属権の該当性 

 ……パブリシティ権は、人格権に由来する権利ではあるものの、肖像等の有

する商業的価値を純化、抽出してこれを権利として構成するものであるから、

その性質自体に着目すれば、人格的利益とは区分された経済財を保護する財産

 
73 中島・前掲注 1）６３～６６頁 
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権であるといえる。そうすると、権利の性質が必ずしも人格的利益のために認

められるものとはいえないから、人格主体の自律的意思決定に委ねるべき程度

も低いといえ、また、債務者の一般財産の確保に資する財産的利益ともいえる

から、行使上の一身専属権とはいえないと解するのが相当であろう。」 

「もっとも、パブリシティ権侵害に基づく差止請求権が行使上の一身専属権に

該当するとする見解を採用する場合であっても、ライセンサーがライセンシー

との間で、パブリシティ権を侵害する者に対して差止請求権を行使する旨の侵

害排除義務を負うことまで合意しているときは、人格主体の自律的意思決定に

委ねるべき必要性がなくなることから、いずれにしても、行使上の一身専属権

には該当しないことになる。…… 

 ② 侵害排除義務の要否 

 以上を前提として、債権者代位権の行使の可否につき検討すると、学説では、

独占的利用許諾を受けた者については債権者代位権を行使することを肯定す

るのが通説であり、パブリシティ権に係る独占的利用権者についてもその独占

的な利用を実現するために、代位権行使が認められるとすべきである。……ラ

イセンサーがライセンシーに対して他の者に許諾をしないと合意したとして

も、複数の者が同時に利用できる無体物であれば、無断利用をする第三者に対

して差止請求権を行使する義務を負うことまでは合意しないとする余地もあ

るのであるから、独占的利用許諾契約によって、直ちにライセンサーの侵害排

除義務まで生ずると解するのは困難であろう。パブリシティ権の中核的要素と

なる顧客吸引力には、肖像等が利用されればそれだけその顧客吸引力が増加す

るという特質があり、このような性質からしても、権利者が敢えて利用行為を

排除しないとする余地も一応考えられるところである。 

 以上によれば、ライセンサーに侵害排除義務が認められない場合には、債権

者代位権を転用することによって保全すべき特定債権を欠くことになるから、

債権者代位権を行使することができないというべきである。他方、上記侵害排

除義務が認められる場合には、ライセンシーは、債権者代位権を行使し、侵害

者に対して直接差止めを求めることができると解するのが相当である。」 

 

また、ライセンシー固有の差止請求権を否定した裁判例として、以下のもの

がある。 

 

・知財高判令和２年２月２０日（平成３１年（ネ）第１００３３号）〔ジル・

スチュアート事件〕 

「パブリシティ権は人格権に由来する権利であるから（最高裁平成２１年

（受）第２０５６号同２４年２月２日第一小法廷判決・民集６６巻２号８９
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頁参照）、Ｘ２の肖像等の商業的利用につき独占的利用権及び許諾権を有し

ているにすぎないＸ１は固有の差止請求権を有しない。 

したがって、Ｘ１がＸ２のパブリシティ権に基づきＹウェブサイト等への

Ｙ表示……の差止請求は理由がない。」 

 

２ パブリシティ権侵害における損害賠償の範囲 

⑴ ピンク・レディー事件調査官解説74 

同調査官解説は、以下のとおり、著作権法における損害額の推定規定（著作権

法第１１４条第１項、第２項）及び最低限度額の法定規定（同条第３項）が類推

適用されるとする。 

「著作権法における損害額の推定規定（著作権法１１４条１項、２項）は、著作

権者が市場において独占的に著作物を販売することができるという独占権とい

う性質に着目し、著作権者が著作物を市場で販売している場合に、侵害者が当該

著作物を販売しなかったと仮定して逸失利益を算定すると、「侵害者の販売数量

＝権利者の喪失した販売数量」、 「侵害者の利益＝権利者の利益」という計算式が

成り立つことを前提として設けられたものである。 

本判決は、パブリシティ権を肖像等の有する顧客吸引力を「排他的」に利用す

る権利であると位置付けており、パブリシティ権者は、肖像等が付された商品等

を市場において独占的に販売することができるとするものである。そうすると、

パブリシティ権者の市場における上記商品等に対する地位は、著作権者の市場に

おける著作物に対する地位と共通するため、上記著作権法の損害額の推定規定は、

パブリシティ権侵害の場面においても類推適用することができるといえる。 

なお、パブリシティ権者が上記商品を市場で現実に販売していない場合には、

もとより上記計算式が成り立たず、逸失利益を推定する著作権法１１４条１項及

び２項の規定は類推適用されないことになる。このような場合には、著作権侵害

の際に請求し得る最低限度の損害額を実施料相当額として法定する同条３項が、

類推適用されることになる。 

以上のとおり、パブリシティ権侵害に基づく損害の内容については、逸失利益

を中心とする消極的損害となるが、パブリシティ権の保護対象が肖像等の有する

商業的価値である以上、理論的には当該価値自体を毀損する積極的損害も観念し

得ることになる……。ただし、現実的には当該価値そのものが毀損されたことを

立証するのは困難である場合が多いであろう。」 

○著作権法（昭和４５年法律第４８号） 

 （損害の額の推定等） 

第１１４条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者（以下こ

の項において「侵害者」という。）に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい

 
74 中島・前掲注 1）７０～７１頁 
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て、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物（第一号において「侵害作成物」という。）を譲渡し、

又はその侵害の行為を組成する公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号にお

いて「侵害組成公衆送信」という。）を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受

けた損害の額とすることができる。 

 一 譲渡等数量（侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作

成した著作物又は実演等の複製物（以下この号において「侵害受信複製物」という。）の数量をいう。

次号において同じ。）のうち販売等相応数量（当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製

物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において

同じ。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができな

いとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（同号において「特定数量」という。）を控除し

た数量）に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益

の額を乗じて得た額 

 二 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（著作権者等が、その著作権、

出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当

該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額 

２ 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害

した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為

により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損

害の額と推定する。 

３ 著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵

害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自

己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 

 

⑵ 裁判例75 

ア 財産的損害 

(ｱ) 逸失利益 

ａ 著作権法第１１４条の類推適用の当否 

裁判例においては、ピンク・レディー事件最高裁判決以前に著作権法第

１１４条の類推適用を否定した地裁裁判例がある一方、同最高裁判決以後

にこれを肯定した高裁裁判例がある。また、後記ｂのとおり、同条の類推

適用に言及しない裁判例においても、実施料（使用料）相当額を損害と認

定し、同条第３項を類推適用したのと同様の効果を認めているものが複数

存在する。 

なお、本項では、同条の類推適用の当否を正面から判断した裁判例を紹

介し、同条を引用せずに損害の認定をした（又はしなかった）裁判例は、

後記ｂにおいて紹介する。 

 

⒜ 肯定例 

・知財高判令和５年９月１３日（令和５年（ネ）第１００２５号）〔Ｆ

ＥＳＴ ＶＡＩＮＱＵＥＵＲメンバー事件〕 

「パブリシティ権は、肖像等の有する顧客吸引力を排他的に利用する

 
75 ピンク・レディー事件以前の裁判例における財産的損害の算定方法等については、菊地 ・前掲注 10）３

９～４１頁に詳しく紹介、分析されている。 
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権利であるから、パブリシティ権者は、肖像等が付された商品等を市

場において独占的に販売することができる。このパブリシティ権者の

市場における上記商品等に対する地位は、著作権者の市場における著

作物に対する地位と共通するといえる。そうすると、ＹによるＸらの

パブリシティ権を侵害する行為がなかったならば、Ｘらが利益を得ら

れたであろうという事情が存在する場合には、Ｘらの損害額を算定す

るに当たり、著作権法１１４条２項を類推適用することができると解

される。」 

「Ｙの……パブリシティ権侵害行為によってＸらが被った損害の額

は、著作権法１１４条３項の類推適用により、ＸらがＹに対し、Ｘら

の肖像等の使用を許諾したとすれば、得られたであろう使用料相当額

というべきである。そして、当該使用料相当額は、ＸらとＹとの間の

従前の契約内容、同種の他の使用許諾契約の内容、Ｘらの名声の程度、

Ｘらの肖像等の利用態様及び期間、Ｙが得た経済的利益の額とそれに

対する利用された肖像等の貢献の程度などを総合考慮して算定する

のが相当である。」 

 

⒝ 否定例 

・東京地判平成２２年１０月２１日ジュリ１４３５号９０頁 〔ペ・ヨン

ジュン事件〕【否定】※ピンク・レディー事件最高裁判決以前の事案 

「Ｘは、パブリシティ権侵害による損害額の立証については、著作権

法１１４条２項及び同条３項を類推適用すべきであると主張する。 

しかしながら、……パブリシティ権とは、人格権に由来するもので

あって、同項の適用される著作財産権とは性質を異にするものである。 

したがって、本件におけるＸの損害を算定するに当たって、著作権

法１１４条２項及び３項を類推適用することはできないというべき

であり、Ｘの主張を採用することはできない。 

ＹらがＸに無断で本件雑誌を出版、販売したことによりＸが被った

損害額は、Ｘが本件雑誌の出版に当たり、Ｘの氏名及びＸ写真の使用

を許諾した場合に、Ｘが通常受領すべき金員に相当する額と解するの

が相当である。」 

 

ｂ その他裁判例における算定方法 

著作権法第１１４条の類推適用に言及しない裁判例においては、以下の

とおり、使用料相当額を相当額と認定した裁判例が複数ある一方で、無断

使用事例でなく利用許諾契約終了後の侵害事案であることを理由に、使用
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料相当額による算定を否定し、総合考慮により相当額を認定した裁判例も

ある。 

 

・東京地判平成２５年４月２６日判タ１４１６号２７６頁〔深田恭子ら

（ＥＮＪＯＹ ＭＡＸ）事件〕【使用料相当額】 

「Ｙは、Ｘらの承諾を得ることなく、その肖像等を独立した鑑賞の対象

として使用したのであるから、Ｘらは、パブリシティ権の使用料相当額

の損害を被ったというべきである。 

……本件雑誌に係るＸらの肖像等の使用方法、本件雑誌の販売価格、

販売部数に加え、写真集における対価の支払状況……をも考慮すると、

使用料率を２０％（ただし、表紙に使用した場合は３０％）と認めるの

が相当である。」 

 

・知財高判平成２５年１０月１６日（平成２５年（ネ）第１００５２号）

〔嵐事件〕【使用料相当額】 

「Ｙが本件各写真を本件各書籍に掲載する行為は、Ｘらのパブリシティ

権を侵害するものであるところ、パブリシティ権は、先に判示したよう

に、肖像等が有する商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用

する権利であるから、Ｘらは、それぞれ、Ｙの行為により、本件各書籍

の出版に当たり、それぞれを被写体とする写真の使用を許諾する場合に

通常受領すべき金銭に相当する額の損害を受けたものと認められる。」 

「Ｙは、本件各書籍の出版に当たり、被控訴人それぞれを被写体とする

写真の使用を許諾する場合に通常受領すべき金銭に相当する額の損害

は、Ｙによる本件各書籍の出版、販売から通常生ずべき損害ではない旨

主張する。 

しかし、パブリシティ権を侵害する態様でＸそれぞれを被写体とする

写真を使用する場合にはＸそれぞれから許諾を得る必要があるところ、

パブリシティ権が肖像等それ自体の商業的価値に基づくものである以

上、通常、上記の許諾を得るためにはその対価の支払が必要となるもの

と認められる。そして、無許諾で上記のような写真が使用されれば、Ｘ

らは上記の許諾の対価を得られなくなる以上、Ｘそれぞれを被写体とす

る写真の使用を許諾する場合にＸそれぞれが通常受領すべき金銭に相

当する額は、Ｙによる本件各書籍の出版、販売から通常生ずべき損害で

あるといえる。」 

 

・大阪高判平成２９年１１月１６日判時２４０９号９９頁 〔Ｒｉｔｍｉｘ



  資料３－２ 

 

44 

 

事件〕【使用料相当額】 

「Ｘが独占的に利用を許諾されたＰのパブリシティ権は、肖像等が有す

る商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利である

から、Ｘは、Ｙの行為により、画像の使用を許諾する場合に通常受領す

べき金銭に相当する額の損害を受けたものと認められる。 

そこで、ＸがＰの画像の使用を許諾する場合に通常受領すべき金銭の

額について検討する。 

……Ｙは、他の約５０名のライダーに適用される契約書の様式に基づ

いて、Ｐに関するライダー契約書を作成し、１か月当たり、通常販売価

格で６万円程度を上限とする商品の無償提供を提案しており、ライダー

にＹの商品の販売促進を依頼する場合の対価として上記商品提供程度

の経済的負担を見込んでいたとみることができる。一方、Ｘは、自らの

利益にはならないと考えて上記の提案には応じておらず、広告宣伝の際

にＰの画像の掲載を許諾する場合に、上記の金額を超える対価を想定し

ていたと認められる。このような事情に加え、Ｐの顧客吸引力の程度、

内容、Ｐの画像の掲載場所の数、掲載期間等を総合して考慮すると、Ｐ

の画像の掲載によりＸに生じた損害額は、１か月当たり１０万円と認め

るのが相当である。」 

 

・知財高判令和２年２月２０日（平成３１年（ネ）第１００３３号）〔ジ

ル・スチュアート事件〕【使用料相当額否定、民訴法第２４８条に基づ

く認定か】 

「Ｘらは、Ｙによる……Ｙ表示……の使用により、使用料相当の損害を

被ったと主張し、使用料相当損害額の算定方法としては、著作権法１１

４条３項の類推適用により、売上高に相当な実施料率を乗じる方法によ

ることが相当であると主張する。 

しかし、……本件は、ＹらがＸに無断で個々の商品にＸ１の肖像等を

表示するなどしてＹ商品を販売したという事案ではなく、Ｘらが、……

契約の終了までの間は、Ｙ表示……をＹウェブサイトに掲載して使用す

ることを許諾していたものの、同許諾は……契約の終了……とともに終

了したため、同日以降も同各表示の掲載を継続したことについてパブリ

シティ権侵害が成立するという事案である。 

本件事案のかかる事実関係の下においては、Ｙ……の使用許諾終了後

の使用による損害を算定するに当たっては、同使用許諾の終了以前の状

況、すなわち、ＸらとＹとの間の取引状況、Ｘ１の肖像等の使用の対価

の有無及びその額、Ｙ表示……の使用態様、それによるＹの得た経済的
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な利益の有無及びその額等を総合的に考慮して、損害額を検討するべき

であり、売上高に相当な実施料率を乗じる方法により使用料相当損害額

を算定することは相当ではない。」 

「本件においては、……契約の終了前にはＹ表示……の使用が無償で許

諾されており、使用料相当額の算定において参照し得る合意等も存在し

ないこと、Ｘらが同様の表示について他の第三者に使用許諾した事例な

ども存在しないことなどの事情が認められ、損害額の立証が事案の性質

上極めて困難であるので、上記の諸事情、……解除後のＹ表示……の使

用期間、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌しつつ相当な損害額を

認定することとすると、Ｘ１のパブリシティ権侵害による損害額として

は、Ｙ表示……が違法に使用されていた期間……を通じ、１００万円と

認定することが相当である。」 

 

(ｲ) 積極損害：パブリシティ権の毀損に係る損害 

逸失利益とは別に、パブリシティ権の毀損に係る積極損害を認めた裁判例

が存在する。この点に関し、ピンク・レディー事件調査官解説は、本裁判例

を引用し、「パブリシティ権侵害に基づく損害の内容については、逸失利益

を中心とする消極的損害となるが、パブリシティ権の保護対象が肖像等の有

する商業的価値である以上、理論的には当該価値自体を毀損する積極的損害

も観念し得ることになる。ただし、現実的には当該価値そのものが毀損され

たことを立証するのは困難である場合が多いであろう」と述べている76。 

 

・東京地判平成２５年４月２６日判タ１４１６号２７６頁 〔深田恭子ら（Ｅ

ＮＪＯＹ ＭＡＸ）事件〕【使用料相当額の損害とは別に価値毀損損害を

認め、その額を民訴法第２４８条により認定した事例】 

「パブリシティ権は、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利である

から、その権利の内容として、肖像等の顧客吸引力を毀損するような使用

態様を排除することができると解するのが相当である。 

そして、……本件記事は、概ね本件写真をグラビア写真のように使用し

つつも、コメントを付したものであり、そのコメントのほとんどが読者の

性的な関心を喚起する内容となっている上、独立した意義が認められない

ものである。他方で、Ｘらは、いずれも女性の芸能人であって、そのキャ

ラクターイメージが重要であることはいうまでもない。 

そうすると、本件記事中、Ｘらのパブリシティ権侵害が認められるもの

については、……Ｘらのパブリシティ権を毀損するものというべきである

 
76 中島・前掲注 1）７１頁 
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から、Ｘらにはパブリシティ権の毀損に係る損害が認められる。 

もっとも、パブリシティ権は、現時点では、その価値を算定する手法が

ないから、パブリシティ権の毀損に係る損害額を算定する手法もないので

あって、当該額を立証することが極めて困難といわざるを得ない。 

したがって、Ｘらのパブリシティ権の毀損に係る損害額については、民

事訴訟法２４８条を適用し、毀損されたキャラクターイメージの性質、毀

損の態様、使用料相当損害額との関係、掲載頁数等を考慮して……認定す

るのが相当である。」 

 

イ 精神的損害（慰謝料） 

後記(ｱ)のとおり、判例上、財産権侵害において、財産的損害に加えて精神

的損害も併せて生じるといえるには特別の事情が存在しなければならないと

されている。他方で、パブリシティ権が「母権たる人格権と 『へその緒』でつ

ながっている」という点を捉えると、理論上は精神的損害が生じる余地が全く

ないわけではないとも考えられる。 

この点に関し、後記(ｳ)のとおり、ピンク・レディー事件最高裁判決以前に

は精神的損害（慰謝料）を認める裁判例が有力であったものの、後記(ｲ)のと

おり、同判決以降の裁判例においては、いずれもその請求が否定されている。 

 

(ｱ) 前提：財産権侵害における財産的損害と精神的損害の関係 

・最判昭和４２年４月２７日集民８７号３０５頁 

「Ｘ主張の訴訟は商取引に関する契約上の金員の支払を求めるもので、そ

の訴訟で 〔Ｙの偽証等により〕敗訴したためＸのこうむる損害は、一般に

は財産上の損害だけであり、そのほかになお慰藉を要する精神上の損害も

あわせて生じたといい得るためには、被害者（Ｘ）が侵害された利益に対

し、財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値をも認めていたような

特別の事情が存在しなければならない」 

 

(ｲ) 否定例 

・知財高判令和５年９月１３日（令和５年（ネ）第１００２５号）〔ＦＥＳ

Ｔ ＶＡＩＮＱＵＥＵＲメンバー事件〕 

「Ｘらは、パブリシティ権は、人格権由来の権利であり、肖像等が自己の

心情と異なる商業用ウェブサイト等に使用された場合には、社会的評価の

低下はなくとも、法的保護に値する人格的利益を侵害したという意味で、

精神的苦痛は存在するのであるから、その侵害に対しては、精神的損害を

認めるべきである旨を主張する。 
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しかしながら、パブリシティ権は、人格権に由来する権利の一内容であ

っても、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、特段の事

情のない限り、精神的損害を認めることは困難であり、本件においては、

特段の事情は認められず、また、……肖像権等の侵害による精神的損害と

して慰謝料が認められるから、パブリシティ権侵害を理由とする精神的損

害は認められない。」 

 

・東京地判平成２５年４月２６日判タ１４１６号２７６頁 〔深田恭子ら（Ｅ

ＮＪＯＹ ＭＡＸ）事件〕 

「パブリシティ権は、人格権に由来する権利の一内容であっても、肖像等

それ自体の商業的価値に基づくものであるから、精神的損害を認めること

は困難である。 

したがって、パブリシティ権に係る精神的損害（慰謝料）は認められな

い。」 

 

・東京地判令和４年４月２８日（令和元年（ワ）第３５１８６号）〔ＦＥＳ

Ｔ ＶＡＩＮＱＵＥＵＲグループ事件〕 

「Ｘらは、慰謝料を請求するが、パブリシティ権は肖像等それ自体の商業

的価値に基づくものであり、そのような商業的価値に基づくパブリシティ

権侵害が認められるとしても、本件において経済的損害ではなく慰謝料相

当損害金が生ずる事情を認めるに足りる証拠はない。」 

 

(ｳ) 肯定例 

ピンク・レディー事件最高裁判決以降の下級審裁判例においては、慰謝料

を認容した裁判例は見当たらない。他方で、同判決以前には、以下の例のよ

うに、これを認容した裁判例も一定数存在した77。 

 

・東京地判平成２０年１２月２４日判タ１２９８号２０４頁〔中山麻理事

件〕 

「芸能人が、どのような企業のどのような商品・サービス等の広告に出演

するかや、いったん広告に出演することを許諾したとしても、当該広告に

出演することを継続するかどうかは、自己の芸能人としてのイメージや、

広告の主体である企業や広告の対象である商品・サービス等に対する社会

的評価等の諸般の事情を考慮し、当該芸能人において、自己の意思に基づ

 
77 ほかの肯定例として、東京地判昭和５１年６月２９日判タ３３９号１３６頁、富山地判昭和６１年１０

月３１日判時１２１８号１２８頁がある。菊地・前掲注 10）４０頁参照。 
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いて判断・決定をすることができるものである。そして、無断でその氏名、

肖像等を広告に使用された場合には、自らの自由な意思に基づいてこのよ

うな判断・決定をすることができるという主観的利益が侵害されたもので

あり、これによる精神的な苦痛は、財産的損害が賠償されたからといって

回復されるものではなく、慰謝料によって慰謝されるべきものと認められ

る。 

したがって、無断でその氏名、肖像等を広告に使用された者が芸能人で

ある場合であっても、当該広告にその氏名、肖像等が使用されたことによ

り当該芸能人の社会的評価が下がったか否かにかかわらず、当該芸能人は、

慰謝料を請求することができると解すべきである。」 

 

３ 「肖像等をみだりに利用されない権利」の侵害における損害賠償の範囲 

○ 裁判例 

ア 財産的損害 

肖像権侵害に関して、財産的損害の賠償を認めた事例は見当たらない。 

 

イ 精神的損害（慰謝料） 

肖像権侵害においては、一般的に精神的損害に対する慰謝料が認容されてい

る78。 

 

４ 差止請求 

⑴ パブリシティ権に基づく差止請求 

ア ピンク・レディー事件調査官解説 

「我が国の判例法理では、社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害

された者は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めること

ができるとされ……、人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者

に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防す

るため、侵害行為の差止めを求めることができるとされている……。 

本判決は、パブリシティ権に基づく差止請求の可否を正面から判断するもの

ではないが、パブリシティ権を人格権に由来する権利の一内容を構成する「排

他的権利」であると説示していることからすれば、パブリシティ権を侵害され

た者が侵害行為の差止めを求め得ることを当然の前提としていると解される。 

そして、本判決は、不法行為法上違法となる要件について、顧客吸引力を不

当利用する場合を限定的に示したものであるが、同時に、このような不当利用

 
78 肖像権侵害の慰謝料を認めた裁判例については、平田厚 『類型別慰謝料算定の実務Ⅰ』 （青林書院、２０

２４年）９２頁以下に詳しく紹介されている。 
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については防止措置を講ずる必要性が高いといえるから、差止請求が認められ

る要件も、本判決が示した要件と同一のものになると思われる。…… 

ただし、一般に人格権侵害を理由として請求権を行使する場合に、差止請求

が認められるときの違法性は、損害賠償請求が認められるときの違法性よりも

高いといわれている。パブリシティ権が人格権に由来するものであることを強

調すれば、例えば、数百頁の出版物の１頁のみに「グラビア写真」が掲載され、

これが第１類型に該当するとしてパブリシティ権侵害を構成するような場合

には、表現の自由等に対する萎縮効果をも踏まえて、不法行為法上違法とされ

ても、差止請求までは認められないとする見解もあろう。しかしながら、パブ

リシティ権それ自体の法的性質は、財産的利益を保護するための財産権であり、

コモン・ローとエクイティが制度として併存するために損害賠償請求と差止請

求の成立要件が異なる米国とは異なり……、我が国では、財産権侵害が認めら

れれば損害賠償請求に加えて自動的に差止請求も認められるのであるから、他

の財産権との平仄という観点からしても、パブリシティ権を侵害するとして不

法行為が成立する場合には、直ちに差止めを認めるとするのが自然であるよう

に思われる。 

なお、廃棄請求権についても、著作権法１１２条２項が類推適用されるとし

て、パブリシティ権にも認められると解されよう（おニャン子クラブ事件控訴

審判決参照）。」 

○著作権法（昭和４５年法律第４８号） 

 （差止請求権） 

第１１２条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出

版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停

止又は予防を請求することができる。 

２ 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵

害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しく

は器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 

 

イ 裁判例 

裁判例において、差止請求権自体を否定するものは見当たらず、個別具体的

事情の下に、当該事案における侵害又はそのおそれを肯定し差止めを認めた事

例と、これを否定し差止めを認めなかった事例が存在する。 

また、ピンク・レディー事件調査官解説のように著作権法第１１２条第２項

を明示的に類推適用してはいないものの、廃棄請求についても認めた事例があ

る。 

 

・東京高決令和２年７月１０日判時２４８６号４４頁 〔ＦＥＳＴ ＶＡＩＮＱ

ＵＥＵＲグループ仮処分事件〕【保全事件：差止め肯定】 

「専属契約が終了したことに争いのない現時点においては、Ｙは本件グルー
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プ名を利用する権利を有するものではなく、Ｘらは、本件グループ名を使用

する人格的権利を特段の制約なく行使することができ、Ｙが本件グループ名

の使用を妨害する行為をし、又はこのような行為をするおそれがある場合に

は、その差止めを求めることができるというべきである。」 

 

・知財高判令和２年２月２０日（平成３１年（ネ）第１００３３号）〔ジル・

スチュアート事件〕【当該事案における差止めは否定】 

「Ｘ２は、前述のとおり、人格権に由来する権利であるパブリシティ権を有

するから、これを侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して差止請求

をし得ると解すべきである。…… 

この点について、Ｘ２は、Ｙは、Ｙ英語版ウェブサイトにおいてＹ表示…

…の表示を継続するなどしているのであるから、差止めの必要性があると主

張する。しかし、……Ｙは、……ＹウェブサイトからＣＯＮＣＥＰＴページ

を削除し、……Ｙ英語版ウェブサイトについても外部から閲覧できないよう

にするなどの措置を講じている上、ＹがＹウェブサイト等におけるＹ表示…

…の差止請求を認諾していることや、ＹがＸ側から……商標権等を譲り受け

ており、Ｘとの紛争リスクを抱えながらあえて同様のウェブページを再度開

設する必要性に乏しいことなどを考慮すると、今後、Ｙが再度ＣＯＮＣＥＰ

Ｔページを復活させるなどしてＹ表示……を表示するとは考え難い。 

……そうすると、Ｙウェブサイト等におけるＹ表示……の表示位置や態様

等を特定せずにその表示の差止めを認めることは、過剰な差止めというべき

である。」 

 

・東京地判令和５年１１月３０日判時２６１５号１３８頁〔ＥＮＲＩＫＥ事

件〕【差止め・廃棄肯定】 

「Ｙらがパブリシティ権を侵害し、Ａという人物の商業的価値を無断使用し、

これを現在まで継続しているのであるから、主文掲載の差止め及び廃棄を認

めるのが相当である。」 

 

・東京地判平成２５年４月２６日判時２１９５号４５頁〔嵐事件〕【差止め・

廃棄肯定】 

「弁論の全趣旨によれば、Ｙは、本件各書籍の販売を継続していることが認

められ、また、Ｙは、本件各書籍を出版、販売することがＸらのパブリシテ

ィ権を侵害するものではないと主張しているから、これらの事情によれば、

Ｙは、今後、本件各書籍を出版してこれを販売し、又は占有する本件各書籍

を販売するおそれがあるものと認められる。 
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そして、パブリシティ権が人格権に由来する権利の一内容を構成するもの

あることに鑑みれば、Ｘらは、Ｙに対し、Ｘらのパブリシティ権の侵害の停

止又は予防のために、本件各書籍の出版及び販売の差止め並びにＹが占有す

る本件各書籍の廃棄を求めることができるというべきである。」 

 

・東京地判平成２５年４月２６日判タ１４１６号２７６頁 〔深田恭子ら（ＥＮ

ＪＯＹ ＭＡＸ）事件〕【当該事案における差止め・廃棄は否定】 

「本件雑誌１は、……ＡやＢにおいて販売されていたことが認められる……。 

しかしながら、本件口頭弁論終結時において、本件雑誌が販売されていた

ことを認めるに足りる証拠はない。また、Ｙは、本件雑誌について、絶版扱

いにした旨や在庫が存在しない旨を主張しており、これに反する証拠もない。 

そうすると、Ｘらのパブリシティ権……に基づく差止及び廃棄請求につい

ては、その必要性が認められない。」 

 

⑵ 肖像権に基づく差止請求 

肖像権に基づく差止請求については、学説上これを肯定する見解が多いとされ

る79。 

本案訴訟において上記権利に基づく差止請求を認めた裁判例としては、以下の

ものがある。 

 

・東京地判平成３年９月２７日判時１４１１号９０頁〔田中角栄事件〕 

「一般的に、人格的利益の一つとして、人は自己の肖像を無断で制作、公表さ

れない利益を有し、これを侵害され又は侵害されるおそれのある者は、加害者

に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は、将来生ずべき侵害を予防

するため、侵害行為の差止めを求めることができる場合があると解される。い

かなる場合に可能かは、肖像の制作、公表によって蒙る本人の不利益、被害感

情などと、これにより得られる肖像の制作、公表をする者及び公共の利益とを

比較衡量して決すべきであり、これは肖像の形態（写真、彫刻、絵画等）、展

示の目的（特に公共の利益の有無）、展示の形態その他の具体的事情に基づき

判断すべきである。」 

 
79 佃克彦『プライバシー権・肖像権の法律実務［第３版］』（弘文堂、２０２０年）４６６頁 


